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午前１０時００分 開議 

  ─────────────────── 

開 議 宣 告           

  ─────────────────── 

○議長（木下 敏） おはようございます。 

 ただいまから、令和２年第２回七飯町議会定例

会の本日の会議を開きます。 

  ─────────────────── 

 日程第１ 

  会議録署名議員の指名 

  ─────────────────── 

○議長（木下 敏） 日程第１ 会議録署名議員

の指名を行います。 

 本日の会議録署名議員として、 

１１番  澤 出 明 宏 議員   

１２番  中 島 勝 也 議員   

以上２議員を指名いたします。 

  ─────────────────── 

 日程第２ 

議案第４２号 令和２年度七飯町一般会

計補正予算（第４号） 

  ─────────────────── 

○議長（木下 敏） 日程第２ 議案第４２号令

和２年度七飯町一般会計補正予算（第４号）を議

題といたします。 

 提案説明を求めます。 

 総務財政課長。 

○総務財政課長（俉楼 司） それでは、議案第

４２号令和２年度七飯町一般会計補正予算（第４

号）について、御説明申し上げます。 

 このたびの補正は、新型コロナウイルス感染症

に対応するため、国から交付のあった地方創生臨

時交付金を活用した各種対策事業による増額、ま

た、感染症の拡大防止に伴い、中止、延期した事

業予算の減額を含んだ補正予算の編成となってお

ります。 

 第１条は、既定予算の総額に歳入歳出それぞれ

３億９,９５７万１,０００円を追加し、歳入歳出

予算の総額をそれぞれ１５３億３,０８２万３,０

００円とするものでございます。 

 それでは、７ページの歳出を御覧願います。 

 １款議会費１項１目議会費は、旅費は、コロナ

ウイルス感染症の影響により、出席予定だった会

議が中止されたため、議員費用弁償、一般職旅

費、議員研修視察随行職員旅費、合わせて１３万

１,０００円の減額。 

 ２款総務費１項１目一般管理費は、平和事業費

として、今年度、平和大使派遣事業を中止したた

め、報償費から役務費まで合わせて１１９万１,

０００円の減額。 

 ５目財産管理費は、庁舎管理費として、新型コ

ロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金事業

により、公共施設での感染予防を図るため、消耗

品は庁舎等で使用する除菌剤、ハンドタオル、消

毒液等の購入費１６０万円の追加。備品購入費

は、窓口用パーテーション、間仕切りパネル、

ポール、施設の除菌作業を行うため、消毒用噴霧

機、また、災害時の避難所での感染症対応とし

て、個室スペース確保のため、テント等購入費等

３０１万３,０００円の追加。事業合計４６１万

３,０００円の追加。 

 ７目企画費は、交通対策事業費として、地方創

生臨時交付金事業により、報償費は社会システム

維持のため、公共交通事業者への感染予防対策報

償金５０万円の追加。東京オリンピック聖火リ

レー事業費として、事業延期のため、報償費から

使用料及び賃借料まで合わせて６００万円の減

額。 

 １１目交流推進費は、９ページになります。海

外交流派遣研修事業として、コンコードへ町民を

派遣する事業、また、町内交流事業として、東京

ふるさと七飯会、東京大沼会の今年度総会が中止

となったことから、報償費から需用費まで合わせ

て４７３万８,０００円の減額。 

 ３款民生費１項１目社会福祉総務費は、社会福

祉総務費（地域福祉）として、地方創生臨時交付

金事業により、報償費は社会福祉施設等における

感染予防対策報償金９９０万円の追加。 

 ４目障害者福祉費は、地域生活支援事業費とし

て、負担金、補助及び交付金は、事業中止によ

り、サマースクールイン七飯事業補助金１０万円

の減額。障がい者地域交流推進事業補助金は、ふ

れあい研修旅行の中止により６０万円の減額。事

業合計７０万円の減額。 
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 ６目社会福祉施設費は、社会福祉施設指定管理

費として、需用費は、屋内ゲートボール場のすず

らんコート屋根修繕のため１９万８,０００円の

追加。 

 ２項１目児童福祉総務費は、地方創生臨時交付

金事業により、報償費は、幼稚園、保育所、学童

保育クラブ等の子育て施設への感染予防対策報償

金２１６万円の追加。 

 ４款衛生費１項１目保健衛生総務費は、地方創

生臨時交付金事業により、報償費は、医科、歯

科、整骨院等への感染予防対策報償金７４１万円

の追加。 

 ２目予防費は、疾病予防等保健対策費として、

地方創生臨時交付金事業により、感染症により生

じるさまざまな課題や各種支援などで業務上必要

なため、需用費は、マスク、アルコール消毒液、

防護服等、消耗品費の購入のため２５５万円の追

加、備品購入費は、非接触型の電子体温計購入の

ため５２万円の追加。事業合計３０７万円の追

加。母子保健対策費として、母子保健事業等の開

催時の感染予防対策のため、需用費は消耗品費

で、マスク、アルコール消毒液の購入のため１３

万８,０００円の追加。印刷製本費は、妊婦用マ

スク発送用封筒印刷費として３万６,０００円の

追加。役務費は、妊婦用マスク郵便料として７万

円の追加。事業合計２４万４,０００円の追加。 

 ３目環境衛生費は、環境衛生費として、地方創

生臨時交付金事業により、報償費は、社会システ

ム維持のため、衛生事業者への感染予防対策報償

金６１５万円の追加。有害鳥獣対策費として、報

償費はエゾシカの増加に対応するため、捕獲、処

理に係る報償費６８万円の追加。 

 ４目環境保全対策費は、生活環境対策事業費と

して、合併処理浄化槽設置整備補助金に予算不足

が見込まれるため、６９２万円の追加。 

 ２項２目塵芥処理費は、廃棄物処理作業車管理

費として、需用費は、クリーンセンターで使用し

ているブルドーザーのラジエーター交換のため、

作業車修繕料９４万６,０００円の追加。 

 ６款農林水産業費１項４目農地費は、土地改良

総務費として、北海道多面的機能支払事業に伴う

経費の補正予算で、平成２６年度から継続事業で

すが、国・道からの補助を受けることから、道か

らの内示を受けての対応となっておりますので、

今回の補正となり、需用費は、多面的機能支払事

務推進活動用消耗品１０万円の追加。負担金、補

助及び交付金は、町内８カ所の農地管理組合に対

して、農業の有する多面的機能の発揮の促進に関

する法律等に基づいて交付される多面的機能支払

事業補助金７,６３２万３,０００円の追加。事業

合計７,６４２万３,０００円の追加。 

 ７款商工費１項１目商工費は、商工振興費とし

て、ななえ赤松街道納涼祭が今年度中止となるこ

とから、負担金補助及び交付金は２００万円の減

額。特産品ＰＲ事業費として、負担金補助及び交

付金は、函館グルメサーカスの開催中止に伴い、

出店負担金８万７,０００円の減額。ふるさと納

税事業費として、役務費は宅配郵便料の予算不足

のため１８０万円の追加。クーポン券発行事業費

は、地方創生臨時交付金事業により、町内経済を

回復させるため、クーポン券を発行する事業経費

として、需用費は印刷製本費で、クーポン券取扱

所一覧、発送用封筒などの印刷代として１６８万

２,０００円の追加。役務費は郵便料で、クーポ

ン券等発送郵便料として６５５万２,０００円の

追加。手数料は、口座振替手数料等１２０万２,

０００円の追加。委託料は、換金事務業務委託料

８４万円の追加。負担金、補助及び交付金は、

クーポン券換金事業者交付金として８,４００万

円の追加。事業合計９,４２７万６,０００円の追

加。商工業経営安定支援事業費は、５月の第２回

臨時会で事業予算化いたしましたが、新型コロナ

ウイルス感染症対応、地方創生臨時交付金対象事

業とすることから、７３万４,０００円を一般財

源から国庫支出金へ財源構成、休業要請等協力支

援金事業費においても同様に、２,９１８万２,０

００円を一般財源から国庫支出金へ財源構成。 

 ２目観光費は、負担金、補助及び交付金は、本

年度、湖水まつりが中止となることから、町内観

光イベント開催負担金３００万円の減額。 

 ８款２項１目道路橋梁維持費は、道路橋梁維持

費として、工事請負費は、補修箇所の増加に伴

い、町道等舗装補修工事５００万円の追加。 

 ２目道路橋梁新設改良費は、道路用地取得費と
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して、公有財産購入費は、用地交渉が整ったこと

から、上藤城３号線用地購入２００万円の追加、

大中山２丁目、水路用地購入１５０万円の追加、

大中山４号線、用地購入１５０万円の追加、合計

５００万円の追加。 

 ９款１項１目消防施設費は、負担金、補助及び

交付金で、本年６月に東大沼多目的グラウンドト

ルナーレにおいて開催予定でありました渡島消防

総合訓練大会が来年度へ延期となったことから、

渡島消防事務組合負担金は大会開催に伴う町負担

分２３万７,０００円の減額。 

 １０款教育費１項１目教育委員会費は、教育委

員会費として、旅費は、教育委員が出席予定で

あった研修会の中止により１３万８,０００円の

減額。 

 ２目事務局費は、事務局費学校庶務として、旅

費は、研修会の中止に伴う特別職旅費３万４,０

００円の減額。需用費の消耗品は、大沼岳陽学校

の開校式典が中止のため、記念品代３０万円の減

額。負担金、補助及び交付金は、渡島中学校体育

連盟負担金２１万９,０００円の減額。事業合計

５５万３,０００円の減額。対外競技参加費とし

て、負担金、補助及び交付金は、中体連の中止に

伴い、対外競技等参加費負担金２５０万円の減

額。事務局費、学校教育として、報償費は、学校

ＩＣＴ教育推進委員会委員報償費３６万円の追

加。 

 ２項１目学校管理費として、学校管理費、小学

校は、今年度、学校プールを開設しないことか

ら、報償費は、学校プール管理等報償費５４万

６,０００円の減額。役務費の手数料は、学校

プール水質検査手数料７万９,０００円の減額。

備品購入費は、ＧＩＧＡスクール構想による教師

用パソコンの整備として、指導者用備品購入７５

７万４,０００円の追加。事業合計６９４万９,０

００円の追加。児童保健衛生費として、学校保健

特別対策事業により、需用費は消耗品で、簡易式

フェイスシールド、消毒用エタノール、ハンド

ソープ購入費として２２万９,０００円の追加。

備品購入費は、非接触型体温計の購入のため、学

校保健用備品購入費２４万７,０００円の追加。

事業合計４７万６,０００円の追加。校舎等営繕

費（小学校）として、委託料は、今年度、プール

開設の中止により、プール管理等委託料１６８万

２,０００円の減額。工事請負費は、地方創生臨

時交付金事業として、エアコンが整備されていな

い各小学校保健室にエアコンを設置する工事費と

して１５２万４,０００円の追加。各小学校水道

蛇口の取っ手を横レバー式に交換する工事として

１１０万円の追加。備品購入費は、今年度、コロ

ナウイルス感染症対策として、教室の換気促進の

ため、扇風機の購入費４７６万円の追加。事業合

計５７０万２,０００円の追加。 

 ２目教育振興費は、教育振興費（小学校）とし

て、備品購入費は、ＧＩＧＡスクール構想による

児童用パソコン、遠隔授業用備品としてステレオ

マイクロフォン、ＬＥＤビデオライト、バッテ

リーセット購入費６,８１１万９,０００円の追

加。 

 ３項１目学校管理費は、学校管理費（中学校）

として、備品購入費は、ＧＩＧＡスクール構想に

よる教師用パソコンの整備として４５５万４,０

００円の追加、生徒保健衛生費として、学校保健

特別対策事業により、需用費は消耗品費として、

簡易式フェイスシールド、消毒用エタノール、ハ

ンドソープ購入費として１３万円の追加。備品購

入費は、非接触型体温計の購入のため、学校保健

用備品購入費９万３,０００円の追加。事業合計

２２万３,０００円の追加。校舎等営繕費（中学

校）として、工事請負費は、大中山中学校水道給

水管に漏水が発生しているため、管取替え工事３

０２万７,０００円の追加。地方創生臨時交付金

事業により、各中学校保健室にエアコンを設置す

る工事として１６２万７,０００円の追加。各中

学校水道蛇口の取っ手を横レバー式に交換する工

事として１４３万円の追加。備品購入費は、中学

校と同様の理由により、扇風機購入費２１０万円

の追加。事業合計８１８万４,０００円の追加。 

 ２目教育振興費は、教育振興費（中学校）とし

て、備品購入費は、ＧＩＧＡスクール構想による

生徒用パソコン、遠隔授業用備品としてステレオ

マイクロフォン、ＬＥＤビデオライト、バッテ

リーセット購入費として３,３８９万１,０００円

の追加。 
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 ４項１目社会教育総務費は、生涯学習事業費と

して、春の老人大学の研修、七飯吹奏楽祭、少年

の主張の中止に伴い、旅費は１２万円の減額、需

用費は、学校開催消耗品費として２万５,０００

円の減額。使用料及び賃借料は、事業用バス、ト

ラック借上料９万９,０００円の減額。事業合計

２４万４,０００円の減額。 

 ２目文化振興費は、文化講座事業費として、報

償費は、春の公民館講座が中止となったことか

ら、講師謝礼１０５万円の減額。 

 ４目文化財保護費は、歴史館管理費として、需

用費は、高温収蔵庫系統空調機の修繕が必要なた

め、施設修繕料６９万２,０００円の追加。 

 ５項１目保健体育総務費は、スポーツ振興総務

費として、負担金、補助及び交付金は、大沼湖畔

駅伝大会中止のため、開催負担金２６１万１,０

０円の減額。スポーツ合宿事業費として、旅費

は、合宿誘致活動旅費３２万８,０００円の減

額。役務費は、実業団陸上大会パンフレット広告

料３万円の減額。事業合計３５万８,０００円の

減額。体育施設管理費として、今年度、町民プー

ルの中止に伴い、報償費から委託料まで合わせて

２９６万円の減額。 

 １２款公債費１項１目元金は、一般会計町債償

還費元金として、役務費は、地域総合整備資金貸

付金の繰り上げ償還に伴い、長期債元金繰り上げ

償還手数料６,０００円の追加。償還金利子及び

割引料は、長期債元金繰り上げ償還金５,２００

万円の追加。事業合計５,２００万６,０００円の

追加。 

 ２目利子は、一般会計町債償還費利子として、

償還金利子及び割引料は、地域総合整備資金貸付

金の繰り上げ償還に伴い、長期債利子償還金２１

万７,０００円の減額。 

 １３款１項１目職員給与費は、会計年度任用職

員給与費として、地方創生臨時交付金事業によ

り、コロナウイルス感染症の影響のため、就労機

会を失った方、収入が減少した方１０名を職員と

して雇用する経費として、報酬は、会計年度任用

職員報酬１,５８８万８,０００円の追加。職員手

当等は、期末手当分２２９万５,０００円の追

加。共済費は、社会保険料２８８万４,０００円

の追加。雇用保険料１３万４,０００円の追加。

旅費は、通勤手当分費用弁償として６３万９,０

００円の追加。事業合計２,１８４万円の追加で

ございます。 

 次に、５ページの歳入に戻っていただきます。 

 １４款国庫支出金２項１目総務費国庫負担金

は、新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時

交付金１億３,９４０万８,０００円の追加。 

 ３目衛生費国庫補助金は、妊婦出産包括支援事

業補助金として５万３,０００円の追加。 

 ５目教育費国庫補助金は、小学校費補助金とし

て、学校で非接触型体温計などの購入のため、学

校保健特別対策事業費補助金として２３万３,０

００円の追加。ＧＩＧＡスクール構想の実現のた

め、学校情報通信機器整備費補助金として４,１

２３万９,０００円の追加。中学校費補助金とし

て、学校保健特別対策事業費補助金として１１万

６,０００円の追加。学校情報通信機器整備費補

助金として２,０５３万円の追加。 

 １５款道支出金２項１目総務費道補助金とし

て、東京オリンピック聖火リレーの延期に伴い、

地域づくり総合交付金２００万円の減額。 

 ４目農林水産業費道補助金は、北海道多面的機

能支払事業補助金５,７３４万１,０００円の追

加。エゾシカの増加に対応するため、鳥獣被害防

止総合対策事業補助金２８万円の追加。 

 １８款繰入金１項１目財政調整基金繰入金は、

財政調整基金繰入金５,４６１万３,０００円の追

加。 

 １９款繰越金１項１目繰越金は、前年度繰越金

３,８８２万８,０００円の追加。 

 ２０款諸収入３項１目総務費貸付金収入は、日

本語学校整備事業に伴う地域総合整備資金貸付金

をこのたび一括償還することから、４,８５３万

６,０００円の追加。 

 ５項４目雑入として、１節諸実費徴収金は、春

の公民館講座の中止により、受講料６０万円の減

額。２節雑入として、コンコード派遣の中止によ

り海外交流派遣参加者負担金５９万円の減額。地

域総合整備資金貸付金を一括償還することから、

補償料補助金返還金は２８万円の追加。地域総合

整備資金貸付金利子等負担金は３４万円の追加。
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学校臨時休業等対策費（学校給食費返還補助金）

は、令和２年２月から３月にかけて、給食費の停

止による給食費の保護者への返還、使用できなく

なった食材購入費に対する補助金として９６万

４,０００円の追加でございます。 

 提案説明は以上でございます。よろしく御審議

のほど、お願い申し上げます。 

○議長（木下 敏） これより質疑に入ります

が、三つに分割して質疑を受けます。 

 初めに、歳出の１款議会費から４款衛生費まで

の質疑を行います。 

 質疑を許します。 

 中島勝也議員。 

○１２番（中島勝也） では、まずお聞きしたい

と思いますけれども、１２ページのクーポン券の

発行の事業なのですけれども……。衛生費までい

いのでしょう。 

○議長（木下 敏） 衛生費までだから、今の

クーポンのやつは７款商工費ですので……。 

○１２番（中島勝也） ７款に入るの。 

○議長（木下 敏） ４款衛生費までですので、

一般の１０ページというところまでなのです。１

２ページのクーポン券は、左を見てもらえば分か

るとおり、７款商工費。 

○１２番（中島勝也） 商工費に入るの。 

○議長（木下 敏） そうそう、７款だから、次

に。すみません。 

 ４款衛生費までの質疑ございませんか。 

○議長（木下 敏） 横田有一議員。 

○１番（横田有一） 再度確認したいのですけれ

ども、一般８ページの交通対策費の交通対策事業

費７の報償費、地域公共交通に対するということ

だったのですけれども、この内訳について、再度

確認させていただきたいと思います。 

 続きまして、衛生費までいいのですね。 

○議長（木下 敏） はい、４款まで。 

○１番（横田有一） １２ページの生活環境対策

事業費、合併浄化槽の６９２万円追加になってい

るのですけれども、この６月の時期でこんなに足

りないというのはどういうことなのかというのを

ちょっと聞きたくて、この２問、お願いいたしま

す。 

○議長（木下 敏） 政策推進課長。 

○政策推進課長（中村雄司） 私のほうから、交

通対策事業費の５０万円につきまして御説明申し

上げます。 

 まず、こちらの事業の目的、内容でございます

けれども、町内の公共交通事業者に携わる事業者

におきまして、感染リスクの高い密閉空間の中で

感染防止対策の徹底に努めていただいていること

に対します感謝、慰労、そして感染予防継続への

支援が必要であります。あわせて、疲弊しつつあ

る町内経済についても回復する必要があることか

ら、アップル商品券の支援を実施してまいりたい

というふうに考えてございます。 

 対象事業者でございますけれども、町内に本店

等を置きまして営業している公共交通事業者でご

ざいます。道路運送法に定める一般、乗用、旅客

自動車、運送事業の許可を得ている方々、タク

シー事業者で９事業者、福祉タクシーも含めた事

業者数でございます。また、同様に、道路運送法

に定めます一般乗り合い旅客自動車運送事業の許

可を得ている路線バスの事業者、１事業者となっ

ておりまして、合計で１０事業者が対象となって

おります。１事業者当たり５万円のアップル商品

券となってございまして、事業総額５０万円とい

うことでなってございます。 

 以上でございます。 

○議長（木下 敏） 環境生活課長。 

○環境生活課長（磯場嘉和） それでは、私のほ

うから、生活環境対策事業費の合併処理浄化槽設

置整備補助金の内容について御説明申し上げま

す。 

 こちらのほう、峠下に建設に建設予定されてお

ります温浴施設の合併処理浄化槽の補助でござい

まして、こちらのほうの開発行為の申請が出まし

て、４月２８日に許可がおりたことから、その中

で５００人槽というものがそこに設置されるとい

うことから、５００人槽のうちの補助基準で、５

００人槽だと１万円掛ける５００人プラス１９２

万円というルールになっていますので、６９２万

円を補正するものでございます。 

 以上でございます。 

○議長（木下 敏） 横田有一議員。 
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○１番（横田有一） 合併浄化槽ですけれども、

温浴施設というのは前から分かっている話だと思

うのですよね。それを今回こうやって上げてくる

というのは、決定しなければだめだという、そう

いう考え方でいいのかということと、当初予算で

は１,３９９万７,０００円で、６９２万円を入れ

て、全部で２,０００万円というふうになってい

るけれども、それ以外の１,３９０何万円という

やつの額については、きちっとまだ何も決まって

いないという考え方でいいのですか。 

○議長（木下 敏） 環境生活課長。 

○環境生活課長（磯場嘉和） 温浴施設の建設計

画は事前にあるのですけれども、結局、何人槽が

入るのかということが正確に分からないと、補助

金の支出がなかなかできないということで、今

回、開発行為の計画で５００人槽ということが定

まったのが４月２８日だったので、それをもとに

うちのほうで積算して、補正をするという形にな

ります。当初予算については、一応５人槽、例

年、５人槽の住宅のものが８件、大体建設されて

いるというところで、当初予算でそれを見込んで

当初予算として組んでございます。 

 以上でございます。 

○議長（木下 敏） ほか、ございませんか。 

 上野武彦議員。 

○９番（上野武彦） １２ページの需用費の中の

環境衛生費の報償費として６１５万円という内容

になっておりますが、この臨時交付金対象事業と

いうことで報償費が出るということなのですが、

その対象事業はどんな事業者になるのか。そし

て、実際に支払われる報償費はどのような形で支

払われるのか、その辺についてちょっとお伺いし

ます。 

○議長（木下 敏） 環境生活課長。 

○環境生活課長（磯場嘉和） それでは、環境衛

生費の７番、報償費、感染症予防対策報償金（臨

時交付金対象事業）について御説明申し上げたい

と思います。 

 このたびの補正については、社会システム維持

のための衛生確保事業ということで、町内の衛生

事業にかかわる事業者において、感染リスクの高

い業務の中で感染防止対策の徹底に努めていただ

いていることに対する感謝、慰労、感染予防継続

への支援と、疲弊しつつある町内経済についても

回復する必要があることから、アップル商品券で

のまず支給をするものでございます。対象事業者

ですが、一般廃棄物処理事業者１３者、産業廃棄

物処理事業者３５者、葬祭事業者３者、獣医師４

事業者、理容院２７事業者、美容院４１事業者、

全部合計しますと１２３事業者ございまして、そ

れらに対して５万円のアップル商品券を支援する

というところから、６１５万円の補正としている

ものでございます。 

 以上でございます。 

○議長（木下 敏） ほか、ございませんか。 

 若山雅行議員。 

○１５番（若山雅行） 該当する項目がちょっと

分からなくて、歳入も含めてということですか。 

○議長（木下 敏） 歳出の１款……。 

○１５番（若山雅行） 歳出だけ。 

○議長（木下 敏） 歳入の件は最後にやるとい

うことで。 

○１５番（若山雅行） 分かりました。 

 それでは、歳入の関係は後ですけれども、１点

だけ、今の範囲内のあれで確認したいのですけれ

ども、アップル商品券で報償としていろいろ配る

というようなお話なのですけれども、後で出てく

るクーポン券との関係で、アップル商品券の使用

期限というのは、通常、どういう形になっている

のかなということで、ちょっと教えていただけれ

ばと思います。 

○議長（木下 敏） 民生部長。 

○民生部長（杉原 太） 所管的には商工観光課

のほうになるわけですけれども、今回、私のほう

で、アップル商品券を購入するということで、答

弁させていただきます。 

 アップル商品券は七飯町商工会が発行しており

ますが、６か月の期限となっております。発行さ

れた日から６か月以内に使うということで、この

部分に関しましては、６か月以内に使われる商品

券についてはお釣りも出るということですので、

１,０００円以下のものを購入されても、１,００

０円相当、その方が有効に使えるというようなこ

とで、利用は結構柔軟に対応できるというふうに
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考えております。以上です。 

○議長（木下 敏） 若山雅行議員。 

○１５番（若山雅行） ６か月ということなので

すけれども、もし期限が来てしまったら、もう完

全に使えない、救助策みたいなものはないとい

う、今回の補正とは関係ない話かもしれないので

すけれども、どうなのでしょうか。 

○議長（木下 敏） 民生部長。 

○民生部長（杉原 太） この商品券は６か月の

有効期限というふうに定められておりますので、

発行したときに、発行の日付がつくわけでして、

その後、６か月を過ぎると、使用は不可になりま

す。そういう意味では、交付してから、こういう

経済状況ですので、そういうもらわれた方につい

ては早めに、６か月以内に町内で消費していただ

きたいという思いもあるということをつけ加えさ

せていただきます。 

 以上です。 

○議長（木下 敏） ほか、ありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（木下 敏） それでは、１款議会費から

４款衛生費までの質疑を終わります。 

 管理職の交代をお願いいたします。 

 暫時休憩いたします。 

午前１０時３７分 休憩 

───────────── 

午前１０時３９分 再開 

○議長（木下 敏） 休憩前に引き続き、再開い

たします。 

 議案第４２号令和２年度七飯町一般会計補正予

算（第４号）の質疑を続けます。 

 次に、歳出の６款農林水産業費から１０款教育

費までの質疑を行います。 

 質疑を許します。 

 中島勝也議員。 

○１２番（中島勝也） 先ほどは大変失礼いたし

ました。 

 それでは、まず１２ページのクーポン券なので

すけれども、確認させていただきたいと思います

けれども、このクーポン券につきまして、今、町

民のほうも相当やはり期待をしているところでご

ざいますけれども、やはり一番気掛かりになって

いるのは、いつ発行というか、配布されるのかと

いうことが、やはり町民は非常に期待していると

いうか心配されていることですので、いつ配布さ

れるのか、その辺をしっかりと確認していただけ

ればと思うのですけれども。 

 それと、もう１点なのですけれども、これは全

員協議会でもちょっとお話しさせていただきまし

たけれども、終了後の検証、これは課長のほうか

らはしっかりやりますよというようなお話があり

ましたけれども、やった後の結果といいますか、

それは議会のほうに報告していただけるのかどう

なのか、この２点をちょっとお伺いしたいと思い

ます。 

 教育費もいいのかな。 

○議長（木下 敏） よろしいですよ、１０款ま

で大丈夫ですから。 

○１２番（中島勝也） では、教育費のほうに

ちょっと入らせていただきますけれども、１６

ページの小学校、中学校になりますけれども、扇

風機の購入というのがありますけれども、これは

１教室に何台ずつ置くのかということです。 

 それと、扇風機というと、スタンド型と、学校

ですから、私は柱とか壁だとか、そういうところ

にかけるような扇風機にするのかなと思うのです

けれども、その辺はどうなっているのか、それも

お聞きしたいと思っております。 

 それと、確認ですけれども、機器の購入、扇風

機の購入だとかエアコンの購入がありますけれど

も、これも全員協議会のほうでちょっとお話しさ

せていただきましたけれども、町長もいいアイデ

アだなというような話をしていましたけれども、

分散購入……。 

○議長（木下 敏） 中島議員、全員協議会の話

をこの本会議の中で……。 

○１２番（中島勝也） とりあえず参考という形

で。今、言葉を抜きますけれども、以前、そうい

う話がありましたけれどもということで。 

○議長（木下 敏） それならいいのですけれど

も、要は全員協議会自体が非公式な会議になって

いますので、町長がそこで発言したというのは好

ましくないので、お願いいたします。 

○１２番（中島勝也） 分かりました。 
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 以前、そういう話もありまして、分散して購入

していただきたいと。コロナ対策の支援対策の一

つでやるわけですから、七飯町にある機器販売会

社、５店ぐらいありますけれども、やはり金額も

大きいですから、やはり分散して買っていただく

というような形をお願いしましたけれども、それ

はどのように考えているのか、もう一度、確認の

ためにお伺いしたいと思います。 

 以上です。 

○議長（木下 敏） 商工観光課長。 

○商工観光課長（福川晃也） 御質問にお答えし

ていきたいと思います。 

 まず、クーポン券の発行時期はいつになるのか

ということでございます。今回のクーポン券につ

きましては、それぞれ利用できる店舗、事業者を

広く公募していくという予定でございます。これ

らの公募作業、それから、その公募の結果、使用

できる店舗の一覧を印刷して、クーポン券と一緒

に全世帯に配布することとしておりますので、現

在の予定では、今回、補正予算の議決後、約１か

月の準備期間をいただいて、その後というような

スケジュールで考えております。当然、直ちに発

行してまいりたいと考えていますので、できる限

り迅速に発行できるようにしてまいりたいと考え

てございます。 

 それから、このクーポン券事業の実施結果につ

いてなのですが、このクーポン券はどなたが使用

されたかというものは分からない形になりますの

で、こちらについては調査できないということで

御理解いただきたいと思います。ただし、換金に

当たりましては、換金事業者が判明しますので、

これらの集計につきましてはお示しして、このよ

うな使用経過となりましたという御報告をさせい

ただきたいと考えております。 

 以上でございます。 

○議長（木下 敏） 学校教育課長。 

○学校教育課長（北村公志） それでは、扇風機

の配置台数についてお答えいたします。扇風機の

配置につきましては、普通教室に各２台ずつ配置

を予定しております。特別支援級を含む普通教室

に各２台ずつの配置を予定してございます。 

 扇風機のタイプでございますが、備えつけでは

なくて、例えば音楽の時間に音楽室に行くだと

か、教室のつくりによっては廊下のほうに置くと

か、臨機応変に使えるように、備えつけのもので

はなく、家庭用のちょっと背の高いものというも

のを想定していまして、各学校の状況に応じて臨

機応変に使いこなせるような、一般的な家庭用の

置くタイプのものを想定してございます。 

 それから、購入方法についてでございますが、

町内の電気店に公平に行き渡るように、経済対策

の意味合いも含めまして、公平な導入方法を検討

しているところでございます。 

 以上でございます。 

○議長（木下 敏） 中島勝也議員。 

○１２番（中島勝也） ありがとうございます。

ぜひそうしていただければありがたいと思いま

す。 

 ただ、扇風機なのですけれども、スタンド方式

という形になるわけですね。やはり羽が見えて、

すき間があってということで、そういう子供たち

の危険性というのは考えられませんか。よく新聞

報道とかテレビなどで見ますと、学校の放送など

があった場合には、柱とかそういうところに取り

つけてやっているようなところが非常に多く感じ

られるのですけれども、スタンド方式だと、そう

いう危険性の可能性も十分に考えられるのかなと

いう気がするのですけれども、その対応策はどう

なっていますか。 

○議長（木下 敏） 学校教育課長。 

○学校教育課長（北村公志） 安全対策につきま

しては、扇風機のほかに、導入時に、扇風機に必

ずカバーをつけた上で購入を考えております。 

 以上でございます。 

○議長（木下 敏） ほか、質疑ございません

か。 

 田村敏郎議員。 

○５番（田村敏郎） それでは、何点かちょっと

教えていただきたいのですけれども、まず、１４

ページの教育費の関係でございますけれども、も

とい、１６ページです、すみません。事務局費の

報償費、学校ＩＣＴの教育推進委員会の、この内

訳、何人予定して、単価何ぼで、何日ぐらいみて

いるのか、それをちょっと教えていただきたいと
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思います。 

 それから、確認ですけれども、ＩＣＴ教育推進

の指導者というのですか、これをつけることがで

きるような記憶があったのですけれども、こうい

う専門家をつけられる体制ができているのか。今

回の補正でなくて、この次上げるとか、そういう

ＩＣＴの計画というのですか、指導者の計画、こ

ういったようなものがあるのかないのか、それを

教えていただきたいと思います。 

 それから、小学校の指導者用の備品、これにつ

いても何人の、単価はどのぐらい見込んでいるの

か。 

 それから、中学校も同様に、小学校の人数掛け

る単価、それから、中学校の人数掛ける単価、そ

れから、先生方の単価、それらをちょっと教えて

いただきたいと思います。 

○議長（木下 敏） 学校教育課長。 

○学校教育課長（北村公志） まず、ＩＣＴ教育

推進委員会委員の報償費についてでございます。

想定といたしましては、町内の各学校から、町内

の先生方１５名、それぞれ１回の単価が２,００

０円で１０回を予定してございます。また、町

外、今回でいうと附属中学校の先生方、指導とし

まして、３,０００円の単価で２名、それも１０

回で、計３６万円を予定してございます。 

 続きまして、専門員でございますが、ＧＩＧＡ

スクール構想に伴う指導員のほうは国からも予算

措置がされるという見込みでございます。今後、

導入にあわせて、専門業者、専門技師といいます

か、想定をいたしまして、次の臨時会なのか９月

なのか、専門家の派遣も予定して指導を仰ぐとこ

ろでございます。 

 続きまして、パソコンの想定台数でございま

す。児童生徒合わせてですけれども、児童生徒分

が２,０５５台、それから、教職員分が２０５

台、予備としまして、小学校と中学校と合わせま

して４０台、計２,３００台。単価としまして

は、４万５,０００円が今回基準になってござい

ますので、４万５,０００円相当の機種を想定し

て、２,３００台の導入を図るところでございま

す。 

 以上でございます。 

○議長（木下 敏） 田村敏郎議員。 

○５番（田村敏郎） 分かりました。 

 ＩＣＴの専門技師というのですか、これは国の

ほうからという、私の記憶があったのですが、こ

れは町の持ち出しがないというのか、困ったとき

だけ派遣をお願いするというだけなのか、どうい

う仕組みというか、専門になっているのか、

ちょっと分かれば教えてください。 

○議長（木下 敏） 学校教育課長。 

○学校教育課長（北村公志） 専門家についてで

すけれども、まず最初の通年というか導入に当た

りまして、賃貸借に係る規則の制定だとか、実際

の運用マニュアル、セキュリティの関係、いわゆ

る端末機の扱いについて、基本的なルールを制定

していただくということで専門家の派遣という事

業が見込まれているところでございます。 

 以上でございます。 

○議長（木下 敏） 田村敏郎議員。 

○５番（田村敏郎） これについては町の持ち出

しはないというふうに理解していいのですか。 

○議長（木下 敏） 学校教育課長。 

○学校教育課長（北村公志） 国からＧＩＧＡス

クール構想に伴い半分から３分の２程度の補助が

見込まれるところですが、町負担分につきまして

は、今後、コロナ対策の交付金のほうでも対象と

なる可能性があるということで、まだ確定はして

ございません。 

 以上でございます。 

○議長（木下 敏） ほか、質疑ございません

か。 

 上野武彦議員。 

○９番（上野武彦） 一般の１２ページ、負担

金、補助及び交付金のクーポン券発行事業費９,

４２７万６,０００円ということで、これは地方

創生臨時交付金事業ということでの内容だという

ことなのですが、まず、この地方創生臨時交付

金、９,４２７万６,０００円、これ、全額地方創

生臨時交付金で交付される内容になっているのか

どうか。実際に臨時交付金事業というのは、七飯

町にどのぐらい今回交付されて、そのほか、クー

ポン券以外にどのように活用されているのか、こ

れについて１点、ちょっとお伺いしたいと思いま
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す。 

 それから、２点目なのですけれども、今回、対

象事業者については公募するということで、約１

か月間くらいですね、公募して、その上で一覧表

を配布してクーポン券を発行するということなの

ですが、このクーポン券については、世帯単位

で、前にちょっとはっきりしませんでしたけれど

も、世帯については６,０００円ということで聞

きましたけれども、これを確認したいのと、それ

から、利用の状況なのですけれども、利用に関し

ては、地域限定ということが入るのか入らないの

か、この辺についてまずお伺いしたいと思いま

す。 

○議長（木下 敏） 総務部長。 

○総務部長（釣谷隆士） 臨時交付金の関係でご

ざいますが、先ほど総務財政課長が歳入の時点で

説明いたしましたとおり、歳入の６ページになり

ますが、１億３,９４０万８,０００円、これが今

回の臨時交付金の金額でございます。 

 以上でございます。 

○議長（木下 敏） 商工観光課長。 

○商工観光課長（福川晃也） クーポン券事業な

のですが、こちらは世帯単位で６,０００円を配

布するということでございます。さらに、利用で

きる店舗につきましては、町内の店舗ということ

で定めてまいりたいと考えております。 

 以上でございます。 

○議長（木下 敏） 商工観光課長。 

○商工観光課長（福川晃也） すみません、漏れ

てございました。 

 それぞれの地域に所在する、それぞれ３地区に

所在するごとに、それぞれの地区のクーポン券が

利用できるという形で考えております。 

 以上でございます。（発言する者あり） 

○議長（木下 敏） 上野武彦議員、それを再質

問の中に含めてもう一度質問するということは不

可能ですか。 

○９番（上野武彦） １問目で聞いていますの

で。 

○議長（木下 敏） 総務部長。 

○総務部長（釣谷隆士） 歳入になるのか歳出に

なるのかというのはちょっとあれですけれども、

今回の歳出でいきますと、臨時交付金対象事業と

いうふうに記載されている、分かるように予算書

のほうには、歳出の予算部分には記載してござい

ます。これが今回の交付金の対象とうちのほうで

は見込んでいる事業でございます。実際には、約

１億４,０００万円の交付金が歳入としてありま

すが、見てのとおり、それ以上の歳出が組まれて

いるというのが今回の予算になっているというふ

うに見ていただければなというふうに思います。

１００％対象だということの国のことだというこ

とですので、そういうふうに御理解いただければ

なと思います。 

 以上でございます。 

○議長（木下 敏） 上野武彦議員。 

○９番（上野武彦） ２問目ですけれども、先ほ

どクーポン券についての利用の地域に関して確認

をしたいということで質問しておりましたけれど

も、それぞれの地域でというような答弁になって

おりました。ということは、住んでいる地域ごと

に利用するということなのか、その辺について再

度確認したいと思います。 

○議長（木下 敏） 商工観光課長。 

○商工観光課長（福川晃也） このたびのクーポ

ン券発行事業につきましては、町内を大きく３地

区に分けることで、町民の皆様にそれぞれ３地区

ごとのクーポン券を２,０００円掛ける３地区分

の６,０００円を配布するという形になっていま

して、このそれぞれの地区のクーポン券をそれぞ

れの地区で御利用いただくということを想定して

ございまして、３地区は本町地区、大中山地区、

大沼地区の３地区に分けて、それぞれのクーポン

券を発行しまして、それぞれの地区で御利用いた

だくということを想定しております。これは町民

の皆様にも御協力を賜りまして、それぞれの地区

の経済を活性化していただくというような想定

で、町内の経済を回していくというような考えで

おります。 

 以上でございます。 

○議長（木下 敏） 上野武彦議員。 

○９番（上野武彦） よく分からないような答弁

だったのですけれども、それぞれの地区で利用し

ていただくというようなことなのですが、この
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６,０００円をそれぞれの地区でということは、

住んでいる地区で利用するということなのか、そ

れとも、町内３地区と先ほどおっしゃいました。

大中山地区、本町地区、大沼地区と、こういうふ

うに三つに地区といえば分けられるわけですけれ

ども、この配布される６,０００円は、それで

は、例えば３地区に分けるということなのか、そ

れとも、住んでいる地区でそれぞれ利用すること

なのか、何かはっきりしない答弁でしたので、も

う一度確認したいのですが、要するに１世帯６,

０００円を配布する。そのクーポン券は、２,０

００円は大中山地区で、２,０００円は本町地区

で、２,０００円は大沼地区で利用するという地

区限定のクーポン券が発行されるということなの

かどうか。それとも、それぞれの地区で利用する

ということは、大中山地区の人は配布された６,

０００円を大中山地区で利用する、本町地区は本

町地区、大沼地区は大沼地区で利用するというこ

となのか、この確認をしたいということで質問し

ておりますので。 

○議長（木下 敏） 商工観光課長。 

○商工観光課長（福川晃也） 御説明が分かりづ

らくて大変申し訳ございません。一つの世帯、こ

れはどちらの地区にお住まいの方も全てひとえに

平等に、全ての世帯に３地区分の商品券、クーポ

ン券をお送りいたします。その３地区分は、当

然、例えば本町地区にお住まいの世帯であって

も、大中山地区にお住まいの世帯であっても、送

られてくるクーポン券は３地区それぞれのクーポ

ン券が２,０００円ずつ掛ける３地区ですので６,

０００円届くということでございます。そして、

使用できる場所は、それぞれのクーポン券の地区

ごとで使用できますので、その方が本町地区にお

住まいであった場合でも、大沼地区のクーポン券

を使用される場合は大沼地区の店舗で御使用いた

だくことが可能になります。同じく、大中山地区

にいて、大中山地区の店舗で大中山地区のクーポ

ン券２,０００円届いていますので、それを御利

用いただくことも可能です。当然、本町地区にお

住まいの世帯に届いた本町地区分のクーポン券に

つきましては、本町地区の店舗等で御利用になら

れることができるということでございます。 

 以上でございます。 

○議長（木下 敏） ３回です。 

 ほか、ございますか。 

 神﨑和枝議員。 

○２番（神﨑和枝） 私のほうから２点お伺いい

たします。 

 教育費のほうで、学校管理費の中の校舎営繕の

ほうです。水道蛇口をレバーに取り替えるという

ことで、小学校、中学校、今のコロナ対策の一つ

としてやられるということで、交付税も幾らか、

少ないですけれども、入っているということで、

中学校と小学校の金額が、小学校が多いのに１１

０万円ですかね、中学校のほうの１８ページを見

ますと、これが１４３万円と、金額が、小学校の

ほうが多いのであれば分かるのですけれども、そ

れと、もう１点は、センサー、手を入れると水が

出るという。この機械というのは、たくさん出す

ときは大変不便なものですけれども、全部が全部

センサーではなくて、そういう何個かセンサーす

るとかという、そういう考えはなかったのかどう

かという、この２点、お願いいたします。 

○議長（木下 敏） 学校教育課長。 

○学校教育課長（北村公志） 小学校と中学校の

対比でございますが、岳陽学校のほうを中学校の

ほうに含めております。岳陽学校のほうは、ある

程度、センサー式とかになっているものですか

ら、改修の必要がないことで、今回、このような

数字の内訳になっております。あわせまして、セ

ンサー式につきましても検討しましたが、電気工

事が新たに必要になる、配線工事が必要になると

いうことで、非常に値段がつり上がると。給食セ

ンサーとかでも、センサー式でなくてレバー式で

衛生環境のほうをクリアしているということです

ので、それに準じましてレバー式のものに切り替

える工事を行うものでございます。 

 以上でございます。 

○議長（木下 敏） 神﨑和枝議員。 

○２番（神﨑和枝） 分かりました。 

 商工のほうで、ただいまクーポン券発行事業と

いうことで、地方創生臨時交付金事業になります

が、ちょっと内訳についてお尋ねをしていきたい

なと思っております。 
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 ただいま上野議員の質問に対して、地域限定型

ということでお作りになるということで、また、

広く募集をかけて、事業者一覧を一緒に申し込み

のときに配布するというような中身で、大変御苦

労されていることかなと思います。 

 これまでのアップル商品券を見ますと、やはり

どうしても大きなスーパーに偏ってしまうという

ことで、今、やはり一番本当に深刻な大沼の観光

地というか、インバウンドを初め各国内の観光客

が激減していると。いつまでこれが、本当に７月

から大丈夫なのかという確証もない、この一、二

年は大変だということで、何かそこに、観光地に

対する、このクーポン券は少なからず本当に支え

にもなりませんけれども、今後、やはり大変な思

いが続くと思います。そのことで、何かもっとイ

ンパクトがある、大沼観光に対する、事業者も恐

らくこの２,０００円の中で、大中山とかあちら

のほうから高齢者の方がなかなか大沼に、本当に

行ったこともないという方もいるという話も聞き

ましたけれども、この際、何とかこの地域で、最

初は御協力をいただくわけですけれども、毎回大

沼に、本当にフランスのロワールと言われるよう

な景色のいいところでありますし、そんなこと

で、地域の方々もいつも大沼に行ってくださるよ

うな流れをつくる第一歩だと思うのです。 

 そういうことで、何かこういうことで、不公平

ではないかと言われるかもしれませんけれども、

そうではなくて、やっぱりまち全体の経済波及と

いうか、今後のことも考えあわせますと、何かそ

こに事業者の工夫があるのかどうなのか、お店の

方もテイクアウトするとか、宅配するとか、発送

する商品があるとか、そういうようなお話がある

のか、それとも、町として何か足の確保といいま

すか、三密にならない程度にそういうものも考え

ているのかどうなのかという、その辺をちょっと

お伺いしたいのと、金券ですから、ここで郵送料

とか送料、郵便料とか載っていますけれども、金

券扱いのそういう送付の仕方をしているのか。申

し込みはいいのですけれども、金券を郵送すると

いう段階の、その中身はどういうふうに、有価証

券発送ということで、どう考えているのか、その

あたりもお尋ねいたします。 

○議長（木下 敏） 商工観光課長。 

○商工観光課長（福川晃也） では、今の御質問

に御答弁させていただきます。 

 まず、最後のほうの部分で、クーポン券の郵便

料ということなのですけれども、このたび、議員

おっしゃるとおり、お金に変えられる形というこ

とになりますので、郵便料については簡易書留を

用いて、確かに世帯主に届いたというような確認

ができるような形で予算を計上させていただきま

したので、御報告いたします。 

 それから、特に今回、本定例会で、一般質問で

も議員の皆様の御発言でもございましたが、今回

のコロナウイルスにつきましては、観光業への経

済的被害が甚大なものとなってございます。当

然、観光には、基幹産業として、町としてもっと

支えていかなければならないというところはござ

います。先般の一般質問でも御答弁させていただ

きましたが、現在もそういった観光に対する支援

というものは検討を進めているところでございま

す。国や北海道でもう既に観光に対する経済対

策、道民割とか、そういったものが発表されてお

りますので、これらと重複して効果が薄くなると

か、そういったこともないように、制度をいろい

ろ検討しているところでございます。 

 特に大沼の観光につきましては、先ほどおっ

しゃったとおり、町民の方も御存じない観光のス

ポットとか、そういったものも多数ございますの

で、ぜひ大沼地区に町民の方々も含めてお越しい

ただけるように、コンベンション協会等とも意見

交換しながら、受け入れの体制をとってまいりた

いと思います。例えば今の時期であれば、藤の花

がとても鮮やかに咲いてございます。これからも

いろいろそういった観光の名所というものも町と

してもＰＲをして、ぜひ大沼にという体制づくり

をしてまいりたいと思います。 

 もう１点、移動の手段ということで、いろいろ

ありましたが、残念ながら、例えば車内とかそう

いったところが密閉の空間になりやすいというこ

ともございます。それらにつきましては、各事業

者、それから、店舗等でも休業等支援金の支給の

条件にもございましたが、引き続き三密を防ぐと

いうようなコロナウイルスの感染拡大防止対策を
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徹底していただくというようなスタイルで臨んで

ございますので、そういったところの不安の払拭

も含めて、大いに情報をＰＲ、大沼の観光のＰＲ

をしてまいりたいと考えてございますので、御理

解のほどよろしくお願いいたします。 

○議長（木下 敏） 町長。 

○町長（中宮安一） 私のほうから、基本的には

今課長がお答えしたとおりでありますけれども、

私のほうから、この補正予算で答えていいのかど

うかちょっと迷っていますけれども、せっかくの

御質問ですのでお答えさせていただきますけれど

も、かつて東日本大震災のとき、このときも実は

大沼から観光客が消えたのです。当時は台湾から

のお客さんも物すごい数でありました。台湾から

も、北海道はだめよということで来なくなった。

当時、観光に携わる業者さんがいろいろなお弁当

をつけて温泉回りをしながら、足はこういうもの

を使ってとかで、いろいろ工夫をして、随分町内

のお客様、町内会の観楓会みたいなものを、では

大沼でやろうかということでやった経緯があっ

て、私もそういう行った人たちのお話を聞いたと

きには、七飯に来て２０年たつけれども、初めて

大沼を見ました、とてもいい場所でしたという、

そういうお声をお聞きしているのは事実でござい

ます。 

 ですから、そのことをしっかり踏まえながら、

私たちのほうで、町がこういう手立てをする、だ

から観光業者のほうもしっかり、どんな手立てを

するのかは別にして、いろいろなことを考えてい

ただきたいということを、町だけではなくて、観

光業者も含めて一緒に、観光協会、国際コンベン

ション協会、あるいはぐるり道南協議会、こう

いったところと町とでしっかりお話をしながら、

そういうメニューづくりみたいなものもしない

と、ただ町だけが汗をかくのではなくて、私は観

光事業者もしっかり一緒に汗をともにかいて、こ

の大沼を盛り上げていく。まずは、昨日も申し上

げましたけれども、観光の形態が今までのインバ

ウンドではなくて、まずは地元のお客様にどんな

ことができるのかということをしっかり二つの関

係する団体ともしっかりお話をしながら進めてい

きたいというふうに考えていますので、ぜひまた

皆様方にも御相談をしなければならないこともた

くさんあろうかと思いますけれども、相談をしな

がら進めてまいりますので、御理解のほどよろし

くお願いいたします。 

 以上でございます。 

○議長（木下 敏） 神﨑和枝議員。 

○２番（神﨑和枝） いろいろ工夫をしていきた

いということでお話ありました。細かく、やはり

第一段、第二段とした手段を考えていかなければ

いけないと思うのです。ですから、初めてのこと

ですので、町内会さんだとか、各サークルもたく

さんありますので、そういう人たちもぜひ大沼に

いらしてくださいというような、第一段、第二段

の、そういう手立てをやはり町としてやっていた

だきたいなと思いますので、そのあたりをお知ら

せください。 

○議長（木下 敏） 町長。 

○町長（中宮安一） そういう意味では、私、こ

のクーポン券で、大中山地区、本町地区、大沼地

区というふうに分けた、三つの地域に分けたとい

うのは、それぞれの地域のいいところ、また見直

しができるだろうと、町民が。ここでしか使えま

せんので、町民の皆さんが七飯町の再発見と言っ

たらちょっと言い過ぎかもしれませんけれども、

改めて七飯町のいいところをしっかり分かってい

ただいて、町民自らが、こういうふうにいいとこ

ろがあるよ、赤松街道もすごいよねとか、そうい

う話をきちんと町外にも広げていけるような、そ

ういうきっかけになるようなクーポン券であるよ

うにしていきたいというふうに考えておりますの

で、ぜひ御理解をいただきたいと存じます。 

 以上でございます。 

○議長（木下 敏） ほか、質疑ありますか。 

 それでは、まず暫時休憩しまして、たまたま

今、１０款まで終われば入れかえ、休憩だと思っ

て、無理して進めたのですけれども、まだ３人ほ

どおられますので、１１時３０分、再開します。 

 暫時休憩いたします。 

午前１１時１７分 休憩 

───────────── 

午前１１時３０分 再開 

○議長（木下 敏） 休憩前に引き続き、再開い
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たします。 

 議案第４２号令和２年度七飯町一般会計補正予

算（第４号）の歳出の６款の農林水産業費から１

０款の教育費までの質疑を続けます。 

 質疑を許します。 

 中川友規議員。 

○１４番（中川友規） 教育費の学校保健室エア

コン設置工事費で１５２万４,０００円と、小学

校費、中学校費もそうですけれども、エアコン

等、あとは、説明では換気のための扇風機という

ことでありました。 

 それで、コロナ関連の臨時交付金ということで

すけれども、文科省のほうで熱中症の防止という

のと、これは毎年出ていますけれども、今回の今

年については、新型コロナウイルス感染症という

フレーズも入った中での対策をとってくれという

ものも出ております。 

 その中で、今回、今までついていないから、こ

れをつけるというのはいいと思うのですけれど

も、その対策として、これで終わりなのか、それ

とも、今後、とりあえず今、喫緊にこれを対策と

して講じていくものなのかというのが、現に学校

の教室の温度、今までも調べているとは思うので

すけれども、実際に学校の教室の温度が３６度を

超える教室もあるというのを聞いております。そ

の中で、今年においては、文科省のほうから出て

いるのもありますけれども、コロナ関係で、夏休

みが返上といいますか、時数の関係で、夏休みも

９日間でしたか、学校があると。その夏休みの期

間というのは、幾ら北海道といえども、最近では

３０度を超える日にちも、ここ数年、増えており

ますので、そういう中で、夏休みがあるときです

ら３６度を超えている教室がある。今回はさらに

夏休みの暑い時期というのが重なってきてしま

う。その中で、それも全部踏まえてこういう形で

やっているのかどうかということ。 

 何でそれを言うかといいますと、文科省で学校

環境衛生基準の一部改正、これが平成３０年の４

月１日からということになっておりますけれど

も、これは学校保健安全法に基づいて施行令、規

則だとかがあった中での学校環境衛生基準という

ものになっておりますが、平成３０年の４月１日

に一部改正されたということで、この中で、学校

教室の気温、温度、改正前は１０度以上３０度以

下ということであったのですけれども、今は、改

正後は１７度から２８度以下という基準に変更が

されております。 

 今まで北海道はなかなかエアコンだとかそうい

うのは、どちらかといえば必要ないというのは分

かっておりますけれども、ここ１０年、１５年で

見ていくと、だんだんだんだん温度も上がってき

ていますし、また、湿度も出てきているというこ

ともありますので、現状的には本州のほうに近づ

いてきている気候になっているのかなと。その中

でこういう基準がさらに整備されてきているとい

う中で、これをやっていくのが、もともと、コロ

ナが関係なくても本当はこれはやっていくべきと

は思うのですけれども、なぜそう言うかといいま

すと、学校環境衛生基準に関しては、学校設置者

が設置する学校についての基準に照らし合わせ

て、環境の維持だとか、そういう計画だとかを適

正にやっていくというのが責務とされているとい

うことですので、今回のこれで終わりなものなの

か、今後、そういうようなものを対策としてやっ

ていくものなのか。 

 また、コロナに関して、今年で解決してくれる

ことを願いますけれども、万が一、来年度に長引

いた場合に、また熱中症で何かが、今年もそうで

すけれども、今年については間に合わないと思い

ますけれども、これに関係して熱中症対策もしっ

かりやらないと、子供たちに本当に何かあってか

らでは遅いので、その辺をどういうふうに考えて

いるのか、お願いします。ちょっと一般質問っぽ

くなってしまいましたけれども、あくまでもこの

予算ということで、よろしくお願いします。 

○議長（木下 敏） 学校教育課長。 

○学校教育課長（北村公志） 議員のおっしゃる

とおり、各教室、学校につきましては、ここ数年

というわけではないですけれども、１０年、内

地、あわせて温度が上がってきている現状でござ

います。昨日も、聞いたところによりますと、天

気がよかったせいもありまして、３０度近く上

がったという話も昨日聞いたばかりでございま

す。 
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 今回のコロナ対策としまして、暑さ対策ではご

ざいませんが、あくまでも換気対策ということで

扇風機を導入させていただきます。扇風機は今

後、通年利用して、換気対策ということで、もち

ろん涼しさも入ってくるとは思いますので、非常

に有効な手段かとは考えております。 

 また、各学校において、熱中症の疑いというと

ころで学校は帰しますので、学校での熱中症とい

うのはまだ報告は受けておりませんけれども、教

室内で暑くてというのはまだ聞いておりません

が、実際に運動会の最中に応援団長が暑くて運ば

れたとか、部活中のランニング中の児童生徒が暑

さでまいってしまって、熱中症の疑いで搬送され

たという事例は七飯町でも実際ございますので、

今回は夏休みの延長もございますので、夏休みの

休業中の授業につきましても、余りにも温度が高

くなるようであれば、午前授業も想定しておりま

す。昼から暑くなったら帰すという対策も一応考

えてはございます。万が一の際に保健室にエアコ

ンを整備させていただいて、熱中症の対策をとら

せていただくと。それにあわせまして、学校現場

でも熱中症の問題が出ていますので、温度が暑

い、教室によって日当たりのいい教室、悪い教室

がありますけれども、学校の温度をはかるように

指示してございます。今後、エアコン設置に向け

て調査中ということで、エアコン設置、各学校の

普通教室、特別教室ということになりますと、非

常に多大な費用がかかってくることに、費用対効

果の問題も出てくると思いますので、それに向け

てはあわせて検討を今後させていただければと考

えてございます。 

 以上でございます。 

○議長（木下 敏） 中川友規議員。 

○１４番（中川友規） 調査ということですけれ

ども、理想であれば、公平性を保てば全学校にと

いうことは必要かもしれませんけれども、こうい

う今のこの状況、平時のときであれば、例えば随

時全校につけていくとかというのはいいかもしれ

ないのですけれども、こういう今の状況でいっ

て、どんどん気温も上がっている、ましてやこと

しはマスクもついている、そういうリスクが、熱

中症リスクも高まっているというのは誰もが分

かっている状況ですから、その中でいけば、今こ

れから各教室だとかの温度を調べると言っていま

したけれども、それをちゃんと徹底してやってい

ただいて、全学校を急いでやるのではなくて、本

当に危ないところを、要は命にかかわりますか

ら、そういうところを優先してやっていくのが、

こういう補助の使い方でないのかなと思うのです

けれども、その辺について、いかがでしょうか。 

○議長（木下 敏） 学校教育課長。 

○学校教育課長（北村公志） 議員のおっしゃる

とおりでございます。学校によっても違いがある

と思いますし、学校内の教室によっても、暑い教

室、涼しいまではいかないですけれども、やはり

重要度の高いところを見きわめた上で、一気に全

学校に設置というのは現実問題として不可能だと

思います。優先度をつけて、暑い教室、暑い場所

というのですか、そこを重点的に取り組んでまい

りたいと考えております。 

 以上でございます。 

○議長（木下 敏） ほか、ございませんか。 

 若山雅行議員。 

○１５番（若山雅行） この間のあれでは、２点

ほど、ちょっと確認というか、要望になるかもし

れませんけれども、まず、一般の１２になるクー

ポン券の発行、これの使用期限というか、いつま

でに使えばいいのかということの説明と、もし使

用期限を過ぎてしまった場合、救済措置はないの

かというようなことをちょっとお聞きしたいとい

うことと、もう１点は、一般の１４ページ、８款

土木費の道路橋梁維持費と新設改良費でそれぞれ

工事請負費５００万円、公有財産購入費５００万

円ということで、何かこの補正で唐突に出てきた

感じがあるのですけれども、これについての必要

性というか、この時期に補正を上げなければいけ

なかったというような理由、もしあるようであれ

ば御説明をもう少しお願いしたいと思います。 

 以上です。 

○議長（木下 敏） 商工観光課長。 

○商工観光課長（福川晃也） では、御質問のほ

うに御答弁させていただきます。 

 まず、このたびの七飯町クーポン券発行事業に

伴うクーポン券の有効期限でございますが、趣旨
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が、それぞれの事業者のもとにできるだけ速やか

に経済効果をお届けするということも考えてござ

いますので、期限については、実施の時期も、先

ほど前段、別の御質問にお答えしたとおりで、ま

ず、準備期間が必要な事業でございますので、そ

れをできる限り速やかに発行していくということ

で、その発行時点からおおむね二、三か月を有効

期限として定めてまいる考えでございます。そし

て、その有効期限を過ぎたものについてはどうな

るのかということでございますが、こちら、クー

ポン券に、やはり御利用いただく町民の皆様に、

この券がいつまで使えるかというのを周知する意

味も含めて、クーポン券に有効期限を印字いたし

ますので、この期限を過ぎたものについては、残

念ですが御利用いただけないという形になりま

す。 

 そして、このクーポン券事業は、御利用いただ

いた場合は、それを使用された店舗の方が、換金

事業者、これから決まりますけれども、換金事業

者のところにお持ちいただいて、換金をして、そ

れで初めてクーポン券の事業分の予算の執行につ

ながりますので、無駄になった、使用されなかっ

たクーポン券につきましては、当然、換金の費用

が出てこない、印刷の費用のみ、郵送料もあるの

ですけれども、そういった費用のみのロスとなる

というような仕組みでございます。 

 以上でございます。 

○議長（木下 敏） 土木課長。 

○土木課長（佐々木陵二） それでは、町道の関

係についてお答えいたします。 

 毎年舗装補修のほう、これは道路のホットホー

ルですとかクラックに対しての補修ということに

なります。こちらは当初５００万円見込んでつけ

させていただいておりましたが、ことしは暖冬、

雪が少なかったということで、道路の傷みが

ちょっと激しいということで、毎年大体１,００

０万円前後で推移しておりますけれども、最初か

ら計画的にできるものではございませんので、当

初５００万円で、２回発注しておりますけれど

も、こちらで今度次は５００万円の補正というこ

とで、トータル１,０００万円。大体毎年１,００

０万円前後で推移しておりますので、大体今予定

している箇所については補修のほうを終了いたし

ます。まだ足りなくなれば、また補正させていた

だいていきたいと思います。 

 用地購入３件ございますけれども、こちらは用

地交渉をずっと続けておりまして、総務課長から

も御説明ありましたけれども、用地交渉が整った

ということで、今回、補正させていただいており

ます。 

 以上です。 

○議長（木下 敏） 若山雅行議員。 

○１５番（若山雅行） クーポン券の最初のほう

の、使用期間が二、三か月という、これ、先ほど

アップル商品券の使用期限を聞いたら６か月とい

うことで、お釣りも出るということで、非常に使

い勝手がいいのかなという感じはあったのですけ

れども、今現在、まだどこにでも出かけて何でも

好きに食べたり買い物したりできるというような

マインドになっていないかなと思うのですけれど

も、使用期限、二、三か月ではなくて、もう少し

延ばすというような考え方、これは何か事業上、

長くしたら困るようなものがあるのでしょうか。

いつまでに換金手続を終わってしまわなければい

けないとか、そういうエンドが決められたという

ふうなものか何かあるのでしょうか。もう少し長

くとってもらったほうが、経済効果としては短期

間に使ってもらったほうがいいのだろうという机

上のあれは分かるのですけれども、すぐ動く体制

なのかどうかということと、もう少し幅広に見

て、使い勝手のいいものにすべきではないかなと

思うのですけれども、そこのところの答弁、もう

一度お願いします。できればアップル商品券と同

じ６か月で何か不都合があるのかなと思うのです

けれども、そこのところの答弁をもう一度お願い

したいと思います。 

 それと、土木費については、僕はよく分からな

いのですけれども、このタイミングというより

も、コロナの補正というようなイメージがあった

ものですから、土木費が何でというような印象が

あったのですけれども、それは随時絶えずやって

いて、たまたまこれに重なったというようなこと

と考えてよろしいわけですね。 

 以上２点、お願いします。 
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○議長（木下 敏） 商工観光課長。 

○商工観光課長（福川晃也） では、ただいまの

御質問に御答弁させていただきます。 

 まず、今回のクーポン券の発行事業についての

制度設計の前提としましては、先ほど御答弁いた

しましたとおり、有効期限を２から３か月とさせ

ていただきまして、趣旨も、先ほどのお話と同

様、速やかに事業者の手元に現金、資金なりが入

るようにという中で、２から３か月を想定して、

このたび予算計上させていただいているところで

す。 

 それと、もう１点、この期間を延ばせないかと

いうことでございますが、今現在の想定は二、三

か月としていますけれども、例えばこれ、極端に

６か月とかということには、ちょっと今のところ

なりません。というのは、換金の事業、業務がご

ざいまして、これにつきましては、今、町内の金

融機関を想定していまして、そちらに行って換金

を月締めでやるという想定で考えております。こ

の月締めでやりますと、月締め掛ける換金にい

らっしゃる業者さんの回数に対しまして振込み手

数料が発生してまいります。これが事業期間が長

くなることによって、その換金回数が増えていく

と。そうなりますと、振り込み手数料の関係も増

加していくという、ちょっと経費の部分もござい

まして、今回のこの補正予算につきましては、お

おむね２から３か月の有効期限とさせていただい

ているところでございます。 

 以上でございます。 

○議長（木下 敏） 土木課長。 

○土木課長（佐々木陵二） 議員おっしゃるとお

り、コロナ関係ではなく、町道でありますので、

道路管理者は道路法第４２条の中で、通常、予

防、保全をしながら、安全で安心に通行できる道

路を維持していかなければならないこととなって

おりますので、こちらに関しての補修費というこ

とになっております。 

 以上です。 

○議長（木下 敏） 若山雅行議員。 

○１５番（若山雅行） 土木費についてはそれで

あれですけれども、クーポン券について、振込み

手数料ぐらい、最初から見込んでおいて、長く期

限をとらないと、今の認識をどう考えているのか

というところで、まだ自由に出かけて何かすると

いうような状況ではないのかなと思うのです。た

くさん大沼などに人が来てほしいという感じはあ

りますけれども、まだそういう状況ではないのか

なと思うのですけれども、この辺の、もう自由に

買い物、不要不急というわけではないのでしょう

けれども、必要なものを買い物するというだけで

はなくて、レジャー用に買い物をするとか、そう

いうものはもう自由に町民の皆さんやってくださ

いという、そういう認識ととらえているというこ

とでよろしいわけですか、二、三か月で消費して

しましましょうということは。 

○議長（木下 敏） 経済部長。 

○経済部長（青山芳弘） ただいまの若山議員の

質問にお答えいたします。 

 有効期間ということで、アップル商品券は６か

月ありますよというお話でありますけれども、こ

の趣旨、やっぱりクーポン券発行事業というの

は、疲弊している各地区の町内の商店とか、そう

いう部分の関係者に早く景気の助けというので

しょうか、そういうものを目的としてございます

ので、早く使っていただくために、２から３か月

ということで、何とかこの期間でお使いいただ

き、各町内の商店街のほうに売りを持たせるとい

うことでやる事業でございますので、そういう観

点からその期間を持っておりますので、御理解の

ほどお願いいたします。 

 また、社会的な雰囲気、今まだ自由に外出がで

きないのではないのではないかということでの御

心配かなと思います。国のほうでは、もう６月１

日から宣言が解除されて、各都道府県もそうです

が、６月１日から６月１８日までは、各都道府県

内の移動は大丈夫でなかろうかと。１９日からは

各都道府県の行き来もできるようなお話でござい

ます。ただ、観光面についても、やはりその部分

は距離を保ってとかという部分もございますけれ

ども、風潮としては、ある程度人の動きが出てき

ているかなと。今般の報道でも、札幌市内の駅前

付近とか、そういうところに人が戻ってきている

とか、東京都のほうも人が戻ってきていると。感

染のリスクの心配もございますけれども、ある程
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度人の動きが出てきているということから、やは

り予防は大切でございます。そこがまず１点でご

ざいます。ただ、予防だけで経済が潤うかという

ことも、やっぱり心配していかないとなりませ

ん。そういう両天秤の中で、やはり町民の皆さん

方も、不要不急の外出自粛、それらを守って、今

まで感染症が、１人の発生はありましたけれど

も、その後、町内から出ていないということは、

やはり町民の皆さんの努力のおかげだと思ってご

ざいます。この努力を生かしながら、やはり町内

の経済を何とか助けていくということでございま

すので、そういう趣旨で、ある程度雰囲気も少し

ずつ改善してきている中で事業を実施していきた

いということで考えてございますので、御理解の

ほどお願い申し上げます。 

○議長（木下 敏） ほか、質疑ございません

か。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（木下 敏） それでは、６款農林水産業

費から１０款教育費までの質疑を終わります。 

 管理職の交代をお願いしますので、暫時休憩い

たします。 

 あと５分でお昼で、今、管理職の交代となる

と、もう１２時になってしまうので、このまま１

時まで休憩して、１時から、１１款から歳入の質

疑を受けることでよろしいですか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（木下 敏） それでは、１時まで休憩い

たします。 

午前１１時５３分 休憩 

───────────── 

午後 １時００分 再開 

○議長（木下 敏） 休憩前に引き続き、再開い

たします。 

 議案第４２号令和２年度七飯町一般会計補正予

算（第４号）の質疑を続けます。 

 次に、歳出の１２款の公債費から１３款職員費

までと歳入についての質疑を行います。 

 質疑を許します。 

 田村敏郎議員。 

○５番（田村敏郎） それでは、公債費について

お尋ねいたします。この公債費でございますけれ

ども、繰上償還ということで予算計上されていま

すけれども、まず、この繰上償還で、この部分は

ゼロになると思うのですけれども、何の事業分の

償還分なのか、それをちょっと聞き漏らしたと思

うので、それをちょっとお願いしたいと思いま

す。 

 それから、繰上償還ということで、残り何回分

のものを繰上償還したのか。その理由。この時期

に、特には関係ないのかなとは思うのですけれど

も、この時期に補正をして繰上償還するという、

そういう時期についてどうなのかというのを、理

由も含めて説明いただきたいと思います。 

 それから、償還内訳の財源ですけれども、特定

財源としてその他４,８００万円ほどでございま

すけれども、その他というのは何を指しているの

か、それもあわせてお願いいたします。 

○議長（木下 敏） 政策推進課長。 

○政策推進課長（中村雄司） 私のほうから、ま

ず今の質問につきまして順次お答えしてまいりた

いというふうに思います。 

 まず、何の事業分かということでございますけ

れども、令和元年５月１７日に緑町３丁目に建設

の日本語学校整備事業分として、社会福祉法人七

飯有隣会に貸付け実行いたしましたふるさと融資

分ということでございます。日本語学校建設事業

分でございます。 

 償還の回数でございますけれども、元金につき

ましては、これまで一度もお支払いしてございま

せん。３０回分残ってございますので、その分の

償還分になります。 

 このたびの補正につきましては、令和元年度、

令和２年度で２回分の償還分を見込んでおりまし

たが、加えて２８回分を加えるというような内容

でございます。 

 続いて、今回、この時期になった経緯でござい

ますけれども、５月でございますけれども、日本

語学校の準備をしていました七飯有隣会さんか

ら、今回、世界中で猛威を振るうコロナウイルス

感染拡大の影響によって留学生の確保が困難に

なったということと、事態収束の見通しが立たな

いというところで、採算性の確保が困難になった

というようなことを鑑みまして、日本語学校事業



－ 21 － 

から撤退するということでお話をいただきまし

た。それで、令和２年６月３０日に全額繰上償還

をしたいということでのお申し出があり、こち

ら、以前からふるさと財団とも協議をしておった

ところでございますが、繰上償還を実行する運び

というところになってございます。 

 財源でございますけれども、その他でございま

すが、こちらは七飯町から七飯有隣会さんのほう

に貸付けをしてございました金額の部分と、町が

これまで貸付けするために、原資を確保するため

に道南うみ街信金さんから貸付けをしておりまし

たが、それに関する利子、また、返済する際に手

数料がかかりますので、それらを含めてその他と

なってございます。 

 すみません、今ちょっと誤りがございました。

こちらの４,８５４万２,０００円の内訳につきま

しては、４,８５３万６,０００円の元金分と、

６,０００円分の手数料のみというところになっ

てございます。 

 以上でございます。 

○議長（木下 敏） ほか、ございませんか。 

 横田有一議員。 

○１番（横田有一） ２０ページの会計年度任用

職員給与費２,１８４万円、これというのは何人

分なのか、どういうところにその職員を配置する

予定なのかを教えていただきたいと思います。 

 それからもう一つ、歳入のほうで、歳入６ペー

ジの一番最後に学校臨時休業対策費（学校給食費

返還）補助金９６万４,０００円と入っているの

ですけれども、これはお金を、給食費を返還する

という内容でありますよね。それに対して、給食

費は私会計のほうだから支出のほうは出てこな

い、そういう考え方でいいのか。 

 この２点、お願いします。 

○議長（木下 敏） 総務財政課長。 

○総務財政課長（俉楼 司） それでは、私のほ

うから、会計年度任用職員の給与費の関係につい

て御答弁申し上げます。 

 何人かということでございます。今回の予算で

は１０人の職員を採用してまいりたいというとこ

ろでございます。 

 また、どこの部局にということですけれども、

そこは今、各課のほうに、どういう業務があるか

ということで調整をしている段階でございます。

役場の業務もいろいろなところ、一般事務の業務

だとか、いろいろな施設だとか、外の環境整備の

仕事等ございます。それに対して、募集がどのよ

うな方が来るかというところもございます。募集

というか、申し込みされた方の能力だとか経験を

生かせるような職場、業務を見つけていきたいと

いうところで考えてございます。 

 以上でございます。 

○議長（木下 敏） 学校給食センター長。 

○学校給食センター長（柴田 憲） それでは、

御質問にお答えしてまいります。 

 こちらの学校臨時休業対策費補助金について

は、文部科学省により、令和２年の３月に急遽新

設された補助金でございます。内容といたしまし

ては、令和元年度の２月２７日から３月２４日ま

での北海道と国の学校の一斉臨時休業に対しまし

て、その期間の学校給食の食材費及び保護者への

給食費返還に係る費用についてを４分の３の補助

を行うという補助金でございます。そして、残り

の４分の１につきましては自治体負担でございま

すが、そのうち８０％については特別交付税が措

置されるという内容でございます。こちらのほう

は、歳入ということで、令和２年度に計上してお

りますが、学校給食費の返還、そして食材の点に

つきましては、令和元年度で実施しております。

申請は、補助要綱上、学校設置者名義で補助のほ

うは行わなければならないとなっていたことか

ら、学校給食費会計では申請できないため、七飯

町で申請をして、給食費返還の手数料を除いた食

材費該当分を給食費会計の補助金という形で支出

して、収入について、今回、このような形で計上

させていただいております。総事業費のうち、食

材費を除いた分を保護者のほうに返還をしている

という内容で、町の支出といたしましては、先ほ

どお話しした町費、町単費の部分の２０％分の支

出が町の町費として支出されてございます。 

 以上でございます。 

○議長（木下 敏） 横田有一議員。 

○１番（横田有一） 結構、会計年度職員の件な

のですけれども、今も職員は足りているような状



－ 22 － 

況だと僕は思うのですよね。結構また募集も掛け

ていたし、その上に１０人、こういう形でやるの

がいいのかどうかというのは、ちょっと私は、い

い方法があるのかちょっと分からないのですけれ

ども、これ以上、職員が必要というのはなかなか

厳しいのでないのかというふうに思うのですけれ

ども、その中で、例えば環境整備だとかに回すと

言っているのですけれども、そういうのがいいの

か、例えば今、福祉施設だとか、そういうところ

で職員が足りないというときに、例えば異状なこ

とが起きて、コロナが発生したよというときに、

応援ができるような、そういう人たちを用意する

とか、そういうところにふだんから行って勉強し

てくるとかということをさせるというふうなほう

が、もし町内にコロナウイルスが発生して、その

施設がだめになった場合には、職員は札幌の茨戸

園のように、最終的に職員たった３人しか残らな

かったよというようなこともあり得るのですよ

ね。だから、そういうふうなものに、例えばせっ

かく１０人を雇うということで、そのときにその

単価がいいのかどうかというのは分からないので

すけれども、そういうものに使うというふうなも

の、それから、福祉施設に限らなくても、コロナ

ウイルスが発生したときに起こり得ることに対し

て対応していくとかということを考えているのか

どうか。 

 それともう１点、先ほどの学校給食の件ですけ

れども、今回は令和１年度の分だと言っているの

ですが、令和２年度分もあるということでいいの

ですか。 

 この２点、お願いします。 

○議長（木下 敏） 総務財政課長。 

○総務財政課長（俉楼 司） それでは、お答え

してまいります。 

 今回、職員を募集するというのは、コロナ感染

症の関係で離職をされた方だとか、職の内定を取

り消された方、また、感染症の影響により収入が

減少した方を救済したいというようなことで考え

てございます。 

 議員おっしゃった、今後、福祉施設等の業務に

というところもあるとは思いますけれども、今、

応募される方の資格等も関係してくるのかなと

思ってございます。そこら辺、どういう方が応募

されるか分かりませんので、なかなか今、この場

ではできる、できないというお話はなかなか難し

いかと思いますけれども、そういうところも視野

に入れながら、適正な場所に職員を配置していけ

ればいいかなということで考えてございます。 

 以上でございます。 

○議長（木下 敏） 学校給食センター長。 

○学校給食センター長（柴田 憲） それでは、

再質問にお答えしてまいります。 

 令和２年分はあるのかという内容でございます

けれども、今回の補助金は、令和２年の２月から

３月までの休業期間についての補助が、急遽、こ

の学校臨時休業対策費補助金ということで創設さ

せて、それに対応いたしまして、令和元年度にそ

の返還の事業を行い、当初は令和元年度の出納整

理期間内の５月末までの入金の予定でございまし

たが、手続、国のほうも遅れてずれ込みまして、

最終的に６月以降の入金見込みになったというこ

とで、今回、６月議会で補正させていただきまし

た。令和２年度につきましては、現在は予定して

おりません。現在、令和２年の４月から５月にか

けて休業いたしましたが、この休業に対する補助

はこちらのほうは対象外となっております。た

だ、今後、今、４月、５月分の休業に対しまし

て、また新たに補助金が創設される、もしくは補

助を適用させると、そういった通知等があった場

合は、その都度、検討して対応してまいりたいと

思っております。 

 以上でございます。 

○議長（木下 敏） ほか、ございませんか。 

 若山雅行議員。 

○１５番（若山雅行） 歳出の部分では１件と、

歳入の部分について２件、前にも聞いているので

すけれども、確認のため、再度質問させていただ

きます。 

 まず、１３、職員費、今も質問ありました、会

計年度任用職員給与費ということで、２,０００

万円ちょっと計上されておりますけれども、これ

は１０人職員を募集するということで、コロナ対

策で職を失った方というようなニュアンスでずっ

と聞いていたので、解雇された方とか、そういう
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方なのかなと思って今聞いていたのですけれど

も、採用というか募集の条件というのですか、解

雇された、自主退職も含むのか、解雇された方だ

けなのか、自主退職された方は含まないのか、あ

るいは看護師としての資格のある人とか、何か特

別なスキルがある人というようなことになるの

か、年齢的には、先ほどは内定を取り消された方

とか含めていたので、そういう学生の、社会人１

年生とか、そういう方だけ対象なのか、年齢とか

男女構成だとか、そういうのは一切関係なく、募

集した中から優秀な人を１０名、職を失った人に

対する仕事を提供するという、そういう発想のた

めに１０人枠を設定したということでよろしいの

かどうかと、そういう形で採用した会計年度任用

職員についても、今現在働いている会計年度任用

職員と同じように境遇、そのためにいろいろ手当

とかもあるのですけれども、年度が終わった後の

更新とか、そういう条件についてもほかの方と全

く同じなのか、今回だけ特別の、本当に３月に

なったら終わりですよという、そういうものなの

か、そこのところの考え方、とらえ方をちょっと

教えていただければなと思います。 

 それと、もう１点は、歳入についてなのですけ

れども、ページでいくと一般の６になるのでしょ

うか、地方創生臨時交付金１億３,９４０万８,０

００円上がっております。これは国の第１次補正

ということで、人口だとかいろいろな基準に基づ

いて、コロナの発生状況だとかに基づいて、この

金額になったということで、正式な公式というの

ですか、何の何分の一だとか、そういうので１億

円を各市町村で按分したという形で、はっきりこ

ういう基準でこれだけになったのだというのがも

し分かるのであれば教えていただきたいというこ

とと、今後、２兆円をまた配布するという報道が

ありまして、単純に２倍なので、１億４,０００

万円の２倍で２億８,０００万円期待していいも

のかどうか、その辺は全く読めないものなのか、

そこのところを、見通しをちょっと教えていただ

ければなと思います。 

 それと、もう１点は、同じ歳入で、ふるさと創

生資金、借主が返済するということで、それに対

する対応なので、全く問題も何もないのですけれ

ども、逆に事業をしようとして、今回のように不

可抗力で事業の進行が遅れたり何かしたようなと

きに、このような繰り上げ返済をしないでそのま

ま借りているような形で、何か不都合というか、

当初の約束事というのですか、借り入れの約束事

の中で不都合があって、繰り上げて返さなければ

いけないものなのか、事情によっては条件変更で

事業ができるまでそのまま借りていてもいいです

よということでいいのかどうか、それがどうなっ

ているのか、もしお分かりならば教えていただけ

ればなと思います。 

 以上です。 

○議長（木下 敏） 総務財政課長。 

○総務財政課長（俉楼 司） それでは、会計年

度任用職員の関係について御答弁申し上げます。 

 まず、このたびの会計年度任用職員１０名雇用

するというのは、新型コロナウイルス感染の関係

で、収入がなくなったとか影響があった方が対象

になります。会計年度任用職員として採用するに

当たっての待遇、条件面については、今いる会計

年度任用職員と同じ待遇でございます。会計年度

任用職員ですから、同一会計年度内での雇用期間

となりますので、３月３１日で雇用は終了すると

いうことになっております。今回、緊急的な職員

の雇用となってございますので、ここの職員につ

いては更新ということにはなりません。ただし、

今後のコロナ対策で必要であれば、そこは今後の

状況を見ながら、そこは検討しなければならない

かなというところもありますけれども、今現在で

は、会計年度任用職員として３月３１日で終了と

いうことで考えております。 

 また、職員、今回１０名採用いたしますけれど

も、期限が決まっておりますので、今回、町のほ

うに勤めてもらう方についても、例えば３月３１

日までに新たな職を見つける方については、そこ

で新たなほうに行っていただくだとか、そういう

臨機な対応をしていかなければならないと思って

いるところでございます。 

 以上でございます。 

○議長（木下 敏） 政策推進課長。 

○政策推進課長（中村雄司） それでは私のほう

から、歳入につきまして、まず１点目の、地方創
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生臨時交付金の歳入の具体的な計算方法でござい

ますけれども、交付限度額が設定されておりまし

て、その算定に当たりましては、人口、財政力、

そして新型コロナウイルスの感染状況ということ

が条件となってございます。こちら、人口は、ま

ず平成２７年の国勢調査人口をベースに算定して

ございます。そして、財政力につきましては０.

４８ということで、町のほうの財政力と設定され

てございます。そして、新型コロナウイルスの感

染状況というような項目でございますが、こちら

は感染人数と、保健所があるかどうかというとこ

ろも加味されているというところでございます。

細かい算定につきましては、国のほうで算定して

おりますので、なかなか説明申し上げるところが

難しいところでございます。 

 続いて、２次の補正予算の絡みでございますけ

れども、２次の補正予算の中でも、実はまだ算定

方法だとかは細かくは示されておりません。国の

予算規模が倍ですということで、町の予算も倍で

あればありがたいのですけれども、なかなか現在

のところでは見通せないというようなところでご

ざいます。 

 続いて、ふるさと融資の関係での、例えばふる

さと融資を活用されている事業者がコロナ等の影

響によって収入が減ってしまって、償還が難しく

なったという場合の状況でございますが、こち

ら、ふるさと財団のほうの制度を確認しておりま

すが、そちらは相談に乗っていただくと協議をす

るというような準備ができているとございますの

で、もしそういった場合があれば、ふるさと財団

と協議をしながら進めていくことになろうかと思

います。 

 以上でございます。 

○議長（木下 敏） 若山雅行議員。 

○１５番（若山雅行） 会計年度任用職員の募集

要項の出し方というか、これから決めるのかもし

れないのですけれども、コロナの影響で、解雇、

やめさせられた人に限るとか、解雇された人に限

るとか、自主退職した人も含めて応募の資格とか

あるのかどうかということで、年齢とかそういう

のは一切関係なく、応募する権利というか、応募

するだけの資格はあるというふうに考えてよろし

いのかどうか、再度、そこだけ確認です。 

○議長（木下 敏） 総務財政課長。 

○総務財政課長（俉楼 司） 先ほど申し上げた

条件というか、今回の対象者としては、コロナの

関係で影響があった方ということで、解雇だとか

というのは特に決めてございませんけれども、広

く募集をしてまいりたいというふうに思ってござ

います。 

 以上でございます。 

○議長（木下 敏） ほか、質疑ございません

か。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（木下 敏） 歳出の１２款公債費から１

３款職員費までと歳入についての質疑を終わりま

す。 

 以上で、質疑を終わります。 

 これより討論を許します。 

 上野武彦議員。 

○９番（上野武彦） それでは、一般会計補正予

算（第４号）に反対する討論をさせていただきま

す。 

 この補正予算案には、今回、商工観光費として

クーポン券発行事業費９,４２７万６,０００円と

いう金額が計上されております。 

 今回のクーポン券の発行事業に関しては、大沼

の国際観光コンベンション協会から町内の観光業

者や飲食店など、売り上げが落ち込んでいるとい

うことでの要望書が上げられまして、クーポン券

の発行事業を実施するようにという要望が上がっ

たことによるものであります。確かに町内の事業

者、特に観光に当たる大沼地域での影響も大きい

ものというふうに考えてはおります。 

 ただ、実施するに当たって、その内容について

は、一部考えるべきものがあるというふうに考え

ております。 

 今回は、実施に当たって、１世帯に３地域それ

ぞれに２,０００円ずつ使えるような、合計６,０

００円のクーポン券を発行するというものであり

ます。 

 これに関して、まず何点かにわたって反対の意

見を述べさせていただきます。 

 まず、使える店に関しては、各地域で利用可能
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な店については、応募者を募って、登録した上で

利用していただくということであります。 

 これに関して、まず、住んでいない地域での店

がどのような商品を扱っているのか、どこにその

店があるのかさえ十分把握することが難しい状況

になるのではないかと思います。まずその点が一

つです。 

 ２点目は、七飯町は高齢化率、平成３０年で３

３.７％、６５歳以上ですけれども、高齢化が進

行しており、運転免許証を返上した高齢者も増え

ております。さらに、障害者も含めまして、地域

での買い物にも支障を来している町民が増加して

おり、交通上の不便の問題が今課題になっており

ますが、いまだ解消されていない状況になってお

ります。 

 そうした中で、自分の住んでいる地域ですら買

い物に困難を生じている住民が発生している中

で、自分の住んでいない地域、そこに行ってこの

クーポン券を利用してもらうということなのです

が、これは利用不可能な住民が続出する可能性が

あるのではないかと。これについては、その手立

てが十分考えられていないという問題が２点目で

あります。 

 ３点目は、３地域で平等に３分の１ずつ使うと

いうことになっております。これはちょっと考え

てみますと、まず、世帯の分布を考えてみます

と、大中山地域、本町地域、大沼地域、それぞれ

世帯の比率を見てみます。そうすると、大中山地

域では世帯数が４,３８２世帯、全体の４１％に

当たるわけです。本町地域は５,２５４世帯、４

９.６％が住んでおります。大沼地域でいきます

と、世帯数は９４２世帯、全体の８.９％の世帯

が住んでいるということになります。それでいき

ますと、今回、各地域で約３３％のクーポン券が

使われる、約２,７８５万円、この三つの地域で

使うということが条件になっております。 

 これでいきますと、その地域で使われるクーポ

ン券は、その地域ごとに比率が変わってきます。

大中山地域は世帯数が４１％ですので、３分の１

ずつ使われるということになると、７.８％、本

来使われるべきクーポン券が使われないことにな

ります。本町地域では、３３％では２,７８５万

円、本来使われるのですが、世帯比率では４９.

６％になりますので、そこで使われる２,７８５

万円というのはマイナス１６％、本来使われるべ

き金額の１６％減の比率で使われると。大沼地域

でいきますと、世帯数は全体の８.９％の世帯数

があるわけですが、そこでクーポン券、全体の３

３％、２,７８５万円が使われることになります

と、世帯比率では２４％、本来よりも多い使われ

方がするというようなことに結果的にはなるわけ

であります。こういったことで、地域で平等に使

うというわけにいかないという問題も発生してま

いります。 

 それで、今上げましたように、一つは、地域住

民の利便性が全く考えられていない、交通上の問

題の解消が考えられていないという問題が一つあ

ります。それから、地域別で言いますと、不公平

感が非常に発生すると。大沼地域では、本来の世

帯数に比べると２４％も多い使われ方がするとい

うことで、その地域の住民の比率に逆行するよう

な問題が発生する。 

 そういうようないろいろな問題が含んでおりま

して、そのことを考えると、本来ならば、こう

いった状況を考えますと、住んでいる地域に近い

ところで、人口比率に応じた使い方をすべきが一

番合理的ではないかと思います。確かに大沼地域

でこのように使われるということは、観光業への

支援にはなるかとは思いますが、ただ、そういっ

た地域でどういう店があるかも分からないような

状況に、しかも足もない住民が十分利用できるの

かという、非常に問題を抱えておりますので、こ

れを強行するということは非常に問題があるとい

うふうに考えまして、反対の討論とさせていただ

きます。 

 以上です。 

○議長（木下 敏） ほか、討論ございません

か。 

 稲垣明美議員。 

○６番（稲垣明美） 賛成の立場から意見を言わ

せていただきます。 

 この補正予算に関しまして、今、反対意見で

クーポンの件が出ていましたけれども、現在、七

飯町におかれますいろいろなイベントがなくなっ
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たりとか、各種イベントで本当は経済効果が生ま

れることがなくなっております。その中で、この

クーポンを活用することにより、町民の方々のメ

リットとして考えたことが、まずは地元のお店の

よさを知るということです。行ったことのないお

店に行くきっかけにもなりますし、先ほど意見と

して、どういう店なのかが分からないというふう

に出ていましたけれども、知るチャンスになるの

ではないかなというふうに思っております。エリ

アが分かれていることに関しても、大沼になかな

か足を運ぶことができない人もいると思います。

また、本町や大中山にも魅力がいっぱいあるお店

があるのに、知らないことがあると思います。そ

ういうことを知るチャンスになるのではないのか

なというふうに思います。 

 事業者のメリットとしまして、クーポン以上の

お買い上げが、利用があると思います。お客様が

利用してくれる喜びを感じることができるのでは

ないかなというふうに思います。それが事業者に

とって、今後のやる気や元気につながるはずだと

思います。事業者は、本当に今回のコロナウイル

スの件で、本当に元気をなくしている事業者が

いっぱいいます。補助金を出すのももちろん大切

ですけれども、商売の基本、売り買いが本当に意

味での支援につながると思います。私もこの間、

いろいろなお店に顔を出しましたが、本当にお客

様が来ていただける喜びを感じている事業者も多

く、お客様が利用していただくことが、何よりも

地域の活性化につながると思っております。なの

で、地元のお店を知る機会につながり、また、こ

れからのお客様になる可能性が広がり、七飯町内

の経済効果が循環するきっかけになってほしいな

というふうに思っております。 

 事業者もこの機会を生かし、ただクーポンを使

うのではなくて、クーポンを利用していただくた

めにはどんなことが考えられるのかというふうに

考えることで、６,０００円以上の経済効果を必

ず持たせてくれるというふうに思います。 

 先ほどの高齢化、行けない方も多いのではない

かなという意見もありましたけれども、例えば町

内会とかサークルの方々で大沼に行く機会をつ

くったり、また、大沼の方が本町や大中山に来て

いただけるようになるといいのかなというふうに

思います。町民の方々に１枚でも多く利用してい

ただくことが、経済効果を生み出し、七飯町全体

の支援につながると思っております。また、これ

が元気の、地域活性化の一役になるのではないか

なという思いから、賛成の立場で意見を言わせて

いただきます。 

○議長（木下 敏） ほか、討論ございません

か。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（木下 敏） 討論を終わります。 

 これより、起立により採決を行います。 

 議案第４２号令和２年度七飯町一般会計補正予

算（第４号）を原案のとおり可決することに賛成

の議員の起立を求めます。 

（賛成者起立） 

○議長（木下 敏） 起立多数であります。 

 よって、本案は、原案のとおり可決されまし

た。 

 暫時休憩をいたします。 

午後 １時３８分 休憩 

───────────── 

午後 １時４０分 再開 

○議長（木下 敏） 休憩前に引き続き、再開い

たします。 

  ─────────────────── 

 日程第３ 

報告第２号 令和元年度一般財団法人北

海道大沼国際交流協会事業報告及び決算

報告について 

  ─────────────────── 

○議長（木下 敏） 日程第３ 報告第２号令和

元年度一般財団法人北海道大沼国際交流協会事業

報告及び決算報告についてを議題といたします。 

 提案説明を求めます。 

 政策推進課長。 

○政策推進課長（中村雄司） それでは、報告第

２号令和元年度一般財団法人北海道大沼国際交流

協会事業報告及び決算報告について、地方自治法

第２４３条の３第２項の規定により御報告いたし

ます。 

 ２ページの理事会議案第１号令和元年度事業報
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告についてを御覧ください。 

 令和元年度に実施しました事業内容について御

説明いたします。 

 ページを開きまして、初めに３ページの１、国

際交流に関する調査及び研究並びに人材育成でご

ざいます。 

 （１）海外の絵本、自然科学、数学等の図書の

提供と、国際的人材育成の調査。 

 （２）地域で生活する留学生に地域のすばらし

さを再発見してもらうためのフィールド調査。 

 ４ページに移りまして、（３）七飯町の姉妹都

市コンコード町との交流支援による国際交流活動

のＰＲを行いました。 

 次に、２、国際交流を促進するための各種行

事、研修及び人物交流等の実施でございます。 

 ４ページから５ページになります。 

 （１）一般住民や小学生対象の英会話講座、韓

国語講座、キッズ英会話講座、外国人講師による

外国の料理、文化、習慣、食生活までの講座とし

て、韓国料理講座の開催。 

 ５ページの（２）地域住民の国際化理解の高揚

を図るため、ホームステイで受け入れるワールド

ラーニング国際交流プログラム。 

 （３）南北海道の歴史、文化を生かした企画に

よる地域のＰＲや国際交流。 

 （４）着物の着付けや書道等の各種日本文化の

体験研修事業を実施しております。 

 次に、６ページ、３、（１）地域の国際交流団

体との連携、協力及び活動の進行でございます。

各種事業に対する助成と、道南地域の国際交流団

体など、各種団体と協力し、相互理解と共済で事

業を行うほか、各種セミナーに参加し、理解と連

携の強化を図っております。 

 次に、７ページ、（２）ホームステイ事業の受

け入れ家庭の拡充を進めております。 

 次に、４、大沼国際セミナーハウス等の国際交

流施設の広報、宣伝活動及び学会、研修会の誘致

でございます。 

 （１）ニーズに合った施設利用の提案を行い、

企業、団体等の利用誘致を図るほか、地域と連携

し、大沼の観光、各種体験等と一体となった活用

を図りました。 

 （２）広報宣伝活動として、ホームページ、

フェイスブックやインスタグラムなどのＳＮＳを

活用して、施設のＰＲ、事業の周知を図っており

ます。 

 次に、５、大沼国際セミナーハウス等の管理及

び運営の委託、その他委託を受けて行う事業でご

ざいます。 

 指定管理者として、大沼国際セミナーハウス及

び大沼森林公園の施設維持管理業務を受託し、施

設の維持管理業務を行っております。 

 ８ページを御覧ください。 

 （１）ホームページやガイドブックを随時更新

し、周辺観光情報の紹介、コンベンション主催者

に対する情報提供、各種相談等を積極的に行って

おります。 

 （２）インターネット無線ＬＡＮを完備した施

設で、不特定多数の方が読書、勉強、研究等に利

用できるスペースを提供しながら、賛助会員の裾

野の拡大と、利用者にリラックスしたときを過ご

してもらうため、コーヒー、お茶のサービスや、

バスでの無料送迎を行っております。 

 （３）地域住民との交流や施設のＰＲのため、

音楽、芸能など、各種イベントを開催しておりま

す。 

 ９ページを御覧ください。 

 （４）大沼森林公園の散策路の樹名板を更新、

追加しました。 

 （５）大沼森林公園にはバードテーブルを常設

し、野鳥やエゾリスなどの観察ができるようにし

ております。 

 （６）と（７）は、大沼国際セミナーハウスと

大沼森林公園をともに指定管理しております。 

 次に、１０ページの６、自然観察会の実施、自

然環境保護活動の指導者の育成等の自然環境保護

活動の企画、実施並びに推進として、（１）自然

保護観察員等を招き、自然観察会を行っておりま

す。 

 次に、（２）児童対象の自然環境学習及び環境

保育事業を実施しております。 

 次に、（３）自然環境を体験学習する屋外活動

セミナーを開催しております。 

 次に、７、その他、この法人の目的を達成する
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ために必要な事業でございます。 

 １１ページを御覧ください。 

 （１）ボランティア登録１５名。 

 次に、（２）大沼森林公園ボランティアによる

森林公園の整備や、ボランティア育成研修会など

の活動をしております。 

 次に、（３）の賛助会員募集事業ですが、令和

２年３月末日現在で、個人会員が２９２名、団体

会員が７６団体でございます。 

 （４）協会の会報の発行、各種事業、行事の案

内を行っております。 

 次に、１７ページにかけまして、理事会、評議

員会等の開催実績を記載しておりますので、あわ

せて御覧ください。 

 次に、１３ページの令和元年度の利用状況でご

ざいます。 

 年間の利用件数は１７１件、前年度１７７件

で、前年度に比べ６件減となっております。 

 次に、利用者総数は８,５４５人、前年度８,５

００人で、前年度に比べ４５人の増となっており

ます。３月以降の利用が、新型コロナウイルスの

影響を受けて減少しております。 

 各月、各室ごとの詳細は資料を御覧ください。 

 事業報告の説明は以上でございます。 

 続きまして、理事会議案第２号令和元年度決算

報告についてを御覧ください。 

 初めに、１５ページの令和元年度収支決算書に

ついて御説明いたします。 

 まず、収入の部でございますが、決算額を御覧

いただきたいと思います。基本財産運用が４４３

万４,９７８円、団体及び個人会員の会費が２１

６万１,０００円、自主事業が２８５万３,０６４

円、施設管理受託事業が２,９５９万９,０００

円、施設運用事業６８万６,３００円、受け取り

利息７２３円、雑収入が４万７,５５９円でござ

います。収入の内容は備考欄を御覧ください。当

期収入合計が３,９７８万２,６２４円、前期繰越

収支差額が２０万９,３９２円、収入合計は３,９

９９万２,０１６円でございます。 

 次に、１６ページ、支出の部でございます。 

 支出額を御覧ください。自主事業費の計が２４

９万５,２６８円、施設管理受託事業費の計が２,

９９２万６,２２４円、管理費の計が２８０万４,

１３７円、退職給与引当預金が９７万３,０００

円。以上の支出合計が３,６１９万８,６２９円と

なり、当期収支差額が３５８万３,９９５円、次

期繰越収支差額は３７９万３,３８７円でござい

ます。 

 次に、１７ページの令和元年度正味財産増減計

算書でございます。 

 同年度を御覧ください。 

 ローマ数字Ⅰの一般正味財産増減の部、下段の

Ｉの一般正味財産期末残高が３７９万３,３８７

円。 

 ２の指定正味財産増減の部、基本財産に当たり

ますが、指定正味財産期末残高として３億６,３

８１万円。 

 ３の正味財産期末残高の部、Ｌの正味財産期末

残高が３億６,７６０万３,３８７円でございま

す。 

 次に、１８ページの令和元年度貸借対照表でご

ざいます。 

 １の資産の部、Ａの流動資産合計額とＢの基本

財産合計額とＣの特定資産合計額を合わせたＥの

資産合計額は３億７,００４万８,５６４円でござ

います。 

 次に、２の負債の部で、Ｆの流動負債合計３４

万１,５５３円と、Ｊの固定負債合計２１０万３,

６２０円を合わせたＫの負債合計は２４４万５,

１７３円でございます。 

 次に、３の正味財産の部で、Ｌの指定正味財産

３億６,３８１万円と、Ｍの一般正味財産３７９

万３,３８７円を合わせたＮの正味財産合計は３

億６,７６０万３,３８７円となり、Ｏの負債及び

正味財産合計は３億７,００４万８,５６０円でご

ざいます。 

 次に、１９ページの令和元年度財産目録でござ

いますが、貸借対照表の還付別内訳となっており

ますので、御覧ください。 

 次に、２０ページの令和元年度計算書類に対す

る注記でございますが、１の重要な会計方針とし

て、引当金の計上基準につきましては、期末退職

給与を要支給額に相当する金額を計上しておりま

す。 
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 また、資金の範囲につきましては、現金、預貯

金、預かり金を含めております。 

 ２の基本財産の増減及び残高ですが、当期末残

高は３億６,３８１万円でございます。 

 ３の次期繰越金収支差額につきましては、前期

末残高が２０万９,３９２円、当期末残高が３７

９万３,３８７円でございます。 

 ４の収支計算書の流用ですが、記載のとおりで

ございます。 

 最後になりますが、２１ページが監査結果と

なっております。 

 報告第２号令和元年度一般財団法人北海道大沼

国際交流協会事業報告及び決算報告について、以

上でございます。 

○議長（木下 敏） これより質疑を許します。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（木下 敏） 質疑を終わります。 

 以上で、本件については、報告済みといたしま

す。 

  ─────────────────── 

 日程第４ 

報告第３号 令和元年度七飯町一般会計

繰越明許費繰越計算書について 

  ─────────────────── 

○議長（木下 敏） 日程第４ 報告第３号令和

元年度七飯町一般会計繰越明許費繰越計算書につ

いてを議題といたします。 

 提案説明を求めます。 

 総務財政課長。 

○総務財政課長（俉楼 司） それでは、報告第

３号令和元年度七飯町一般会計繰越明許費繰越計

算書について御説明申し上げます。 

 令和元年度七飯町一般会計繰越明許費に係る歳

出予算の金額のうち、翌年度に繰り越した額を、

地方自治法施行令第１４６条第２項の規定によ

り、別紙のとおり報告するものでございます。 

 次のページを御覧願います。 

 令和元年度七飯町一般会計繰越明許費繰越計算

書でございます。 

 今回の計算書につきましては、令和元年度にお

いて、繰越明許費設定の予算議決をいただきまし

たが、入札により、設定額より翌年度繰越額が減

となっているものもございます。 

 それでは、説明してまいります。 

 ３款民生費１項社会福祉費、社会福祉施設整備

事業の翌年度繰越額は７５７万４,０００円。 

 ８款土木費２項道路橋梁費、橋梁長寿命化改良

事業の翌年度繰越額は３,２４８万５,０００円。 

 同じく８款土木費５項住宅費、本町上台団地整

備事業の翌年度繰越額は７,２６４万３,０００

円。 

 同じく８款土木費５項住宅費、桜Ｂ団地整備事

業の翌年度繰越額は６,６７１万４,０００円。 

 １０款教育費１項教育総務費、大沼地区小中学

校統廃合事業の翌年度繰越額は１,８０２万８,０

００円。 

 同じく１０款教育費１項教育総務費、学校情報

通信ネットワーク環境整備事業の翌年度繰越額は

９,４７０万９,０００円。 

 以上６件の事業に係る翌年度繰越額の総額は２

億９,２１５万３,０００円でございます。 

 以上、令和元年度七飯町一般会計繰越明許費繰

越計算の報告とさせていただきます。 

○議長（木下 敏） これより質疑を許します。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（木下 敏） 質疑を終わります。 

 以上で、本件については、報告済みといたしま

す。 

  ─────────────────── 

 日程第５ 

報告第４号 令和元年度七飯町下水道事

業特別会計繰越明許費繰越計算書につい

て 

  ─────────────────── 

○議長（木下 敏） 日程第５ 報告第４号令和

元年度七飯町下水道事業特別会計繰越明許費繰越

計算書についてを議題といたします。 

 提案説明を求めます。 

 上下水道課長。 

○上下水道課長（笠原泰之） それでは、報告第

４号令和元年度七飯町下水道事業特別会計繰越明

許費繰越計算書について御説明申し上げます。 

令和元年度七飯町下水道事業特別会計繰越明許に

係る歳出予算額の金額のうち、翌年度に繰り越し
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た額を、地方自治法施行令第１４６条第２項の規

定により、別紙のとおり報告するものでございま

す。 

 次のページを御覧願います。 

 令和元年度七飯町下水道事業特別会計繰越明許

費繰越計算書でございます。 

 今回の計算書につきましては、令和元年度にお

いて、繰越明許費設定の予算議決をいただいたも

ので、内容は、北海道が行う函館湾流域下水道整

備事業の繰り越しに伴う七飯町負担分の繰り越し

となっております。 

 １款公共下水道費１項下水道事業費の流域下水

道整備事業（流域下水道負担金）の翌年度繰越額

は８５０万５,０００円でございます。 

 なお、七飯町下水道事業特別会計は、下水道事

業に地方公営企業法の規定の全部を適用したこと

に伴い、令和２年３月３１日をもってこの会計を

廃止し、同法施行令第４条第５項の規定により、

七飯町下水道事業会計が引き継いで事業を執行す

るものでございます。 

 以上、令和元年度七飯町下水道事業特別会計繰

越明許費繰越計算書の報告とさせていただきま

す。 

○議長（木下 敏） これより質疑を許します。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（木下 敏） 質疑を終わります。 

 以上で、本件については、報告済みといたしま

す。 

  ─────────────────── 

 日程第６ 

発議案第３号 新型コロナウイルス対策

に関わる地方財政の充実・強化を求める

意見書 

  ─────────────────── 

○議長（木下 敏） 日程第６ 発議案第３号新

型コロナウイルス対策に関わる地方財政の充実・

強化を求める意見書を議題といたします。 

 提案説明を求めます。 

 川上弘一議員。 

○１６番（川上弘一） それでは、発議案第３号

新型コロナウイルス対策に関わる地方財政の充

実・強化を求める意見書につきまして、読み上げ

まして提案説明にかえさせていただきます。 

 標記の意見書を会議規則第１３条第１項及び第

２項の規定により、別紙のとおり提出いたしま

す。 

 令和２年６月９日。 

 七飯町議会議長木下敏様。 

 提出者、七飯町議会議員、川上弘一。 

 賛成者、七飯町議会議員、池田誠悦議員、横田

有一議員、田村敏郎議員、澤出明宏議員、稲垣明

美議員、長谷川生人議員。 

 新型コロナウイルス対策に関わる地方財政の充

実・強化を求める意見書。 

 今、地方自治体では、新たに発生・拡大してい

る新型コロナウイルス感染症対策として、地域住

民に対し、緊急な対応を要する課題に直面してお

ります。 

 新型コロナウイルス感染症は、国の緊急事態宣

言が出されるなど、全国的に猛威を振るってお

り、いまだ収束が見通せないどころか、長期化が

予想される状況になっております。 

 このため、各自治体では、地域住民の命と生活

を守るために、感染拡大防止対策や地域経済対

策、雇用対策など、さまざまな対策を講じており

ます。 

 しかしながら、４月３０日に成立した２０２０

年度一般会計補正予算において、新型コロナウイ

ルス感染症対応地方創生臨時交付金や、新型コロ

ナウイルス感染症緊急包括支援交付金は成立いた

しましたが、全国各自治体が必要とする財政需要

に到底対応できるような規模には至っておりませ

ん。 

 政府は現在、２０２０年度第２次補正に向けた

準備を進めておりますが、長期化が予想される新

型コロナウイルス対策には、地方自治体に対し、

国のさらなる追加予算措置を含めた対応が必要不

可欠であります。 

 このため、２０２０年度補正予算においては、

新型コロナウイルス対策に関わる地方財政の充

実・強化を図るために、国に対し、以下の事項の

実現を求めるものでございます。 

 記。 

 １、新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨
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時交付金の総額を大幅に増額すること。交付額の

算定に当たっては、財政力の弱い自治体において

も必要かつ十分な対策が実行できるよう、確実な

財政措置を行うこと。 

 ２、各自治体の実情に応じた実効性のある対策

が講じられるよう、国の対策に伴い、地方負担が

生じる場合には、確実に交付金の対象とするとと

もに、柔軟に活用できる自由度の高い制度とする

こと。 

 ３、新型コロナウイルス感染症緊急包括支援交

付金についても、総額の増額など、地域に必要な

医療提供体制を整備するための措置を講じるこ

と。 

 以上、地方自治法第９９条の規定に基づき、意

見書を提出いたします。 

 北海道亀田郡七飯町議会。 

 提出先、内閣総理大臣、内閣官房長官、総務大

臣、財務大臣、経済産業大臣、地方創生規制改革

担当大臣、経済財政政策担当大臣。 

 以上でございます。御審議のほどよろしくお願

申し上げます。 

○議長（木下 敏） これより質疑を許します。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（木下 敏） 質疑を終わります。 

 これより討論を許します。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（木下 敏） 討論を終わります。 

 これより採決を行います。 

 発議案第３号新型コロナウイルス対策に関わる

地方財政の充実・強化を求める意見書を、原案の

とおり可決することに御異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（木下 敏） 御異議なしと認めます。 

 よって、本案は、原案のとおり可決されまし

た。 

  ─────────────────── 

 日程第７ 

発議案第４号 林業・木材産業の成長産

業化に向けた施策の充実・強化を求める

意見書 

  ─────────────────── 

○議長（木下 敏） 日程第７ 発議案第４号林

業・木材産業の成長産業化に向けた施策の充実・

強化を求める意見書を議題といたします。 

 提案説明を求めます。 

 平松俊一議員。 

○３番（平松俊一） それでは、読み上げまして

提案説明をさせていただきます。 

 発議案第４号林業・木材産業の成長産業化に向

けた施策の充実・強化を求める意見書でありま

す。 

 標記の意見書を会議規則第１３条第１項及び第

２項の規定により、別紙のとおり提出いたしま

す。 

 令和２年６月９日。 

 七飯町議会議長木下敏様。 

 提出者、七飯町議会議員、平松俊一。 

 賛成者は、いずれも七飯町議会議員でありま

す。澤出明宏議員、神﨑和枝議員、中島勝也議

員、川上弘一議員、畑中静一議員、上野武彦議

員、池田誠悦議員であります。 

 読み上げます。 

 林業・木材産業の成長産業化に向けた施策の充

実・強化を求める意見書 

 本道の森林は、全国の森林面積の約４分の１を

占め、国土保全、地球温暖化防止、林産物の供給

などの多面的機能の発揮が期待されており、これ

らの機能を十分に発揮させるには、「植えて育て

て、伐って使って、また植える」といった、森林

資源の循環利用を進める必要がある。 

 森林の整備を進め、木材を積極的に利用してい

くことは、山村地域を中心とする雇用、所得の拡

大による地方創生にも大きく貢献するものであ

る。 

 道では、森林の公益的機能の維持増進と、森林

資源の循環利用の実現に向け、森林整備事業及び

治山事業の林業成長産業化総合対策事業などを活

用し、植林、間伐や路網の整備、山地災害の防

止、木造公共施設の整備、林業事業体の育成な

ど、さまざまな取り組みを進めてきたところであ

る。 

 人工林資源が本格的な利用期を迎える中、計画

的な間伐や伐採後の着実な植林を一層進めるため

には、地方債の特例措置を継続するなど、森林資
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源の循環利用による林業・木材産業の成長産業化

の実現に向けて施策の充実・強化を図ることが必

要である。 

 よって、国においては、次の措置を講ずるよう

強く要望する。 

 記。 

 １、森林の多面的機能を持続的に発揮し、林

業・木材産業の振興と山村における雇用の安定化

を図るため、森林整備事業及び治山事業の財源を

十分かつ安定的に確保すること。 

 ２、間伐、植林、種苗生産などを着実に進める

ため、森林の間伐などの実施の促進に関する特別

措置法を延長し、同法に基づく森林整備事業の都

道府県、市町村負担分の起債を可能とする地方債

の特例措置を継続すること。 

 ３、森林資源の循環利用を通じて、林業・木材

産業の成長産業化を実現するため、地域の実情を

十分に踏まえ、森林整備から木材の加工、流通、

利用までの一体的な取り組みや、森林づくりを担

う林業事業体や人材の育成に必要な支援措置を充

実、強化すること。 

 以上、地方自治法第９９条の規定により提出す

る。 

 北海道亀田郡七飯町議会。 

 提出先は、衆議院議長、参議院議長、内閣総理

大臣、財務大臣、総務大臣、文部科学大臣、農林

水産大臣、経済産業大臣、国土交通大臣、環境大

臣、復興大臣であります。 

 御審議のほどよろしくお願いいたします。 

○議長（木下 敏） これより質疑を許します。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（木下 敏） 質疑を終わります。 

 これより討論を許します。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（木下 敏） 討論を終わります。 

 これより採決を行います。 

 発議案第４号林業・木材産業の成長産業化に向

けた施策の充実・強化を求める意見書を、原案と

おり可決することに御異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（木下 敏） 御異議なしと認めます。 

 よって、本案は、原案のとおり可決されまし

た。 

  ─────────────────── 

 日程第８ 

閉会中の委員会活動の承認について 

────────────────── 

○議長（木下 敏） 日程第８ 閉会中の委員会

活動の承認についてを議題といたします。 

 お手元に配付のとおり、各常任委員会及び議会

運営委員会から、特定の案件について、閉会中に

委員会活動を行いたい旨の申し出があります。 

 お諮りいたします。 

 委員会申し出のとおり、その活動を承認するこ

とに御異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（木下 敏） 御異議なしと認めます。 

 よって、委員会申し出のとおり、その活動を承

認することに決定いたしました。 

  ─────────────────── 

閉 会 宣 告           

  ─────────────────── 

○議長（木下 敏） 以上で、本定例会に付議さ

れた全ての案件の審議は終了いたしました。 

 よって、令和２年第２回七飯町議会定例会を閉

会いたします。 

 お疲れさまでした。 

午後 ２時０９分 閉会 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


